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緒

言

太
平
興
国
四
年
（
九
七
九
）
五
月
、
北
漢
を
倒
し
て
中
国
統
一
を
成
就
し
た
北
宋
に
と
っ
て
、
北
方
の
契
内
之
西
北
の
党
項
（
グ
シ
グ
l

ト
）
と
は
大
き
な
脅
威
で
あ
っ
た
。
北
宋
は
統
一
の
余
勢
を
駆
っ
て
一
挙
に
燕
雲
十
六
州
を
回
復
せ
ん
と
し
た
が
、
七
月
の
高
梁
渡
の
戦
い
に

大
敗
し
、
こ
れ
よ
り
北
宋
と
契
内
と
の
力
関
係
は
大
き
く
比
重
を
変
え
た
。
こ
う
し
た
情
勢
は
、
北
宋
と
党
項
と
の
関
係
に
も
直
ち
に
反
映

し
、
北
宋
に
と
っ
て
党
項
の
動
向
は
軽
視
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
っ
た
。
党
項
諸
部
族
に
対
す
る
北
宋
の
招
撫
に
活
躍
し
た
も
の
と
し
て
、

漢
人
化
し
て
い
た
党
項
出
身
の
大
姓
折
氏
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
折
氏
は
府
谷
鎮
将
よ
り
出
自
し
、
五
代
末
に
藩
鎮
と
し
て
西
北
辺

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

七



五
代
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宋
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州
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に
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（
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一
三
八

界
に
雄
視
し
て
、
南
進
せ
ん
と
す
る
契
内
と
オ
ル
ド
ス
一
帯
に
績
を
称
え
る
西
夏
日
夏
州
李
氏
政
権
と
に
対
し
て
、
北
宋
が
打
込
ん
だ
模
の
役

割
を
担
い
、
ま
た
北
宋
へ
の
戦
馬
供
給
地
と
し
て
も
注
目
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。

中
国
辺
界
に
蔓
延
雑
居
す
る
蕃
族
は
、
中
国
政
権
側
の
招
聴
・
鵠
康
政
策
に
よ
っ
て
、
そ
の
族
中
に
大
小
の
勢
力
集
団
を
叢
生
せ
し
め
た
。

特
に
五
代
の
政
治
的
混
乱
期
は
、
彼
ら
蕃
族
に
旺
盛
な
発
展
の
好
機
会
を
与
え
た
。
し
か
し
中
国
に
強
大
な
中
央
集
権
国
家
が
成
立
す
る
と
、

彼
ら
蕃
族
の
対
応
的
な
動
き
に
概
ね
次
の
如
き
も
の
が
み
ら
れ
た
。

ω、
中
国
の
政
治
体
制
の
中
に
安
住
し
、
し
か
も
そ
の
中
で
官
人
化
し
た

も
の
。
伸
、
独
自
の
発
展
を
計
り
、
そ
の
独
立
を
維
持
す
る
た
め
政
権
を
樹
立
し
た
も
の
。
側
、
他
の
有
力
な
蕃
族
勢
力
に
糾
合
せ
ら
れ
た
も

の
。
こ
れ
を
五
代
・
北
宋
に
お
け
る
党
項
に
つ
い
て
み
る
と
、
本
稿
に
取
上
げ
る
府
州
折
氏
は
第

ωの
好
例
で
あ
り
、
夏
州
に
拠
り
西
夏
国
を

樹
立
し
た
李
氏
は
第

ωの
場
合
で
あ
り
、
別
に
契
舟
の
支
配
下
に
統
合
せ
ら
れ
た
第
ゅ
の
も
の
も
あ
っ
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
府
州
折
氏

が
五
代
・
北
宋
に
お
い
て
州
長
の
職
を
世
襲
し
つ
つ
、
中
国
へ
の
依
存
を
持
続
し
た
史
実
に
つ
い
て
、
中
国
の
辺
境
政
策
と
の
関
係
、
蕃
漢
雑

居
の
辺
界
に
お
け
る
行
政
的
役
割
り
、
中
国
と
蕃
族
と
の
貿
易
上
に
お
け
る
仲
介
的
役
割
り
等
の
観
点
に
立
っ
て
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

一

、

折

氏

の

出

自

府
谷
の
地
）
に
拠
り
西
北
辺
界
を
制
抗
し
て
い
た
こ
と
。

宋
史
巻
二
五
三
・
折
徳
屡
伝
に
よ

ω五
代
の
晋
・
漢
両
朝
以
来
、
府
州
（
現
在
の
陳
西
省

側
広
順
の
問
（
後
述
す
る
が
、
実
は
顕
徳
元
年
か
ら
二
年
ま
で
の
誤
り
）
、
折
従
配

が
静
難
軍
節
度
使
と
し
て
郷
州
に
鎮
し
て
い
た
と
き
、
そ
の
子
の
折
徳
震
は
府
州
永
安
軍
節
度
使
に
任
ぜ
ら
れ
、
父
子
倶
に
節
鎮
を
領
し
た
こ

と
等
を
伝
え
て
い
る
。
ま
ず
こ
こ
で
は
「
世
居
雲
中
為
大
族
」
と
あ
る
折
氏
の
出
身
と
そ
の
族
的
背
景
と
を
考
察
す
る
。

折
氏
の
出
自
に
つ
い
て
、
旧
五
代
史
巻
一
二
五
・
周
書
・
折
従
侃
伝
に
よ
る
と
「
代
家
雲
中
」
と
あ
り
、
太
平
嚢
字
記
巻
二
八
・
府
州
の
条
に

辺
境
に
於
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

府
州
折
氏
は
北
宋
を
通
じ
て
知
府
州
事
の
職
を
世
襲
し
、

る
と
、
折
氏
一
族
に
つ
い
て
、

ω代
々
雲
中
の
地
に
居
住
す
る
大
族
で
あ
る
こ
と
。

は
「
本
河
西
蕃
界
府
谷
鎮
。

土
人
折
大
山
・
折
嗣
倫
代
為
鎮
将
」
と
あ
り
、

東
都
事
略
巻
三
八
・
折
徳
毘
伝
に
「
世
居
雲
中
」
と
あ
り
、
ま
た



宋
会
要
輯
稿
第
一
九
五
・
方
域
二
0
・
府
州
の
条
に
「
折
氏
世
為
雲
中
大
族
」
と
あ
る
。
以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
五
代
・
北
宋
の
時
代
、
折

氏
は
府
州
の
地
に
代
々
土
着
し
て
い
た
大
族
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
或
は
冊
府
元
亀
巻
九
七
六
・
外
臣
部
・
褒
異
三
・
長
興
元
年
十
二

月
の
条
に

以
党
項
折
家
族
五
鎮
都
知
兵
馬
使
折
文
政
。
検
較
僕
射
。

と
あ
り
、
宋
史
巻
四
九
一
・
外
国
伝
・
党
項
の
条
に
は

太
祖
建
隆
二
年
。
代
州
刺
史
折
セ
埋
来
朝
。
セ
埋
党
項
之
大
姓
。
世
居
河
右
。
有
揮
辺
之
功
。
故
授
以
方
州
。
召
令
入
観
而
遺
還
。

と
あ
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
折
氏
一
族
は
党
項
出
身
で
・
あ
る
こ
と
が
判
延
。
五
代
会
要
巻
二
九
・
党
項
売
の
条
に
よ
る
と

勅
沿
辺
置
場
買
馬
。
不
許
蕃
部
至
閥
下
。
自
上
御
極
巳
来
。
党
項
之
衆
競
赴
都
下
売
馬
。

難
有
是
命
。
寛
不
能
行
。
其
年
九
月
。
首
領
折
遇
明
等
来
貢
方
物
。

（
天
成
）
四
年
四
月
。

（中略）。

因
降
勅
止

と
あ
り
、
ま
た
同
書
に

（
長
興
）
二
年
正
月
。
首
領
折
七
移
等
進
臨
馬
。

と
あ
る
如
く
、
五
代
に
お
い
て
折
氏
の
首
領
が
党
項
の
有
力
部
曾
と
し
て
盛
ん
に
馬
貿
易
で
活
躍
し
て
い
る
。
府
州
一
帯
は
唐
末
よ
り
党
項
の

安
住
の
地
と
な
っ
て
い
た
。
党
項
出
身
の
土
着
大
姓
折
氏
を
論
究
す
る
に
は
、
党
項
の
住
地
に
つ
い
て
一
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
党
項
の
住
地

に
つ
い
て
は
、
先
学
の
秀
れ
た
研
究
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
成
果
に
拠
り
つ
つ
概
観
す
る
。

安
史
の
乱
後
、
吐
蕃
の
相
次
ぐ
侵
攻
に
堪
え
得
ず
し
て
東
遷
し
た
党
項
は
、
大
乱
に
よ
り
没
落
し
た
六
州
胡
の
故
地
で
あ
る
オ
ル
ド
ス
地
方

に
安
住
の
地
を
求
め
た
。
そ
の
後
、
唐
朝
の
威
勢
の
緩
み
に
乗
じ
て
次
第
に
そ
の
住
地
を
拡
大
し
、
唐
末
に
は
黄
河
を
越
え
て
河
東
・
振
武
地

方
か
ら
雲
州
方
面
（
現
在
の
山
西
省
大
同
方
面
）
へ
も
そ
の
進
出
を
見
る
に
至
っ
た
。
唐
会
要
巻
七
三
・
単
子
都
護
府
・
元
和
元
年
十
一
月
の

条

振
武
有
党
項
・
室
章
交
居
川
阜
。
凌
犯
為
盗
。

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
三
九
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け
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府
州
折
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一四
O

と
あ
り
、
ま
た
李
文
鎮
文
集
巻
一
六
・
論
用
兵
・
「
謂
先
降
使
至
党
項
屯
集
状
」
に

党
項
自
麟
・
府
・
郎
・
坊
至
於
太
原
。
編
居
河
曲
。
種
落
実
蕃
。

と
あ
っ
て
、
唐
代
に
お
け
る
党
墳
の
住
地
に
つ
い
て
史
料
的
に
も
裏
付
け
得
る
。
旧
唐
書
巻
一
九
八
・
西
戎
伝
・
党
項
売
の
条
に
よ
る
と
、
唐

代
党
項
の
主
勢
力
は
、
勝
・
麟
・
夏
・
宥
・
塩
・
霊
・
武
・
延
・
邪
・
慶
・
郎
・
坊
等
河
曲
の
諸
州
に
広
く
分
布
し
て
お
り
、
河
東
に
入
れ
ば

吐
調
停
の
住
地
と
な
っ
て
い
た
。
五
代
・
北
宋
の
党
項
も
大
体
右
の
地
域
に
住
み
、
そ
の
範
囲
は
黄
河
以
西
、
滑
水
以
北
に
広
が
り
、
且
つ
強
勢

と
な
っ
て
い
足
。
北
宋
に
至
る
と
、
燕
雲
十
六
州
は
既
に
契
舟
へ
割
譲
せ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
党
項
拓
抜
氏
出
身
の
李
氏
は
夏
州
に
拠
っ
て
独

立
し
、
西
夏
国
を
建
て
た
。
こ
こ
に
北
宋
の
北
辺
・
河
西
の
版
図
は
契
舟
・
西
夏
の
た
め
に
圧
縮
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
。
党
項
の

一
大
部
衆
が
拠
っ
た
府
州
は
、
契
舟
・
西
夏
の
境
界
に
模
状
に
突
出
し
て
お
り
二
北
宋
党
項
の
中
心
勢
力
は
こ
の
府
州
を
以
て
東
端
と
す
る
。

し
か
し
唐
代
の
党
項
は
、
河
東
・
振
武
地
方
か
ら
雲
州
方
面
に
及
ぶ
ま
で
広
く
分
布
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
五
代
・
北
宋
に
お
い
て
も
そ
の
残

存
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
冊
府
元
亀
巻
九
七
二
・
外
臣
部
・
朝
貢
・
清
泰
二
年
四
月
の
条
に

新
州
一
言
。
党
項
拓
政
黒
連
欲
入
朝
貢
奉
。
従
之
。

と
あ
り
、
契
舟
へ
没
入
し
た
燕
雲
十
六
州
の
新
州
に
ま
で
党
項
部
族
の
有
力
な
存
在
を
見
出
し
得
る
。
ま
た
前
引
し
た
代
州
刺
史
折
セ
壊
は
、

世
々
河
右
の
地
H
河
東
の
地
に
居
住
し
て
い
た
党
項
の
大
姓
で
あ
っ
た
。
以
上
の
例
は
、
府
州
以
東
の
地
に
も
党
項
の
散
居
を
裏
付
け
る
も
の

で
あ
り
、
特
に
内
長
城
と
外
長
城
と
に
固
ま
れ
た
山
後
の
地
で
あ
る
振
武
・
雲
朔
の
山
西
省
辺
外
、
所
謂
代
北
の
地
に
は
契
舟
の
支
配
下
で
党

項
の
窮
居
が
み
ら
れ
た
。
勿
論
、
こ
の
代
北
の
地
に
痛
居
し
て
い
た
の
は
独
り
党
項
の
み
で
は
な
く
、
六
州
胡
の
後
背
を
始
め
と
し
て
各
々
来

歴
を
異
に
す
る
室
掌
・
達
租
・
吐
湾
・
沙
陀
等
の
諸
部
族
が
或
は
混
在
し
、
或
は
水
草
を
追
っ
て
散
居
し
て
い
た
。
代
北
地
方
へ
の
契
舟
の
進

出
は
五
代
初
よ
り
活
発
で
あ
っ
た
問
、
こ
の
地
に
散
居
す
る
諸
部
族
は
、
や
や
も
す
れ
ば
辺
境
の
治
安
を
撹
乱
し
た
。
太
平
蜜
字
記
巻
二
八
・

府
州
の
条
に

後
唐
荘
宗
天
祐
七
年
。
有
河
期
之
地
。
将
興
王
業
。

以
代
北
誇
郡
屡
為
辺
息
。

於
是
升
鎮
為
府
谷
県
。
（
中
略
）
。
詔
以
府
谷
県
建
府
州
。



以
拒
蕃
界
。
の
授
（
折
）
従
庇
為
府
州
刺
史
。
尋
以
契
向
与
小
蕃
侵
擾
。
移
州
於
留
得
人
盤
。

と
あ
り
、
代
北
の
地
に
雑
居
す
る
蕃
部
が
し
き
り
に
辺
患
を
な
す
こ
と
へ
の
対
策
と
し
て
府
州
折
氏
は
登
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
起
用
は
党
項

出
身
の
折
氏
が
代
北
諸
郡
の
小
蕃
、
と
り
わ
け
党
項
と
の
交
通
が
あ
り
、
そ
の
内
情
に
通
暁
し
て
い
る
こ
と
に
因
る
も
の
で
あ
る
。
府
州
の
治

所
を
留
得
人
盤
に
移
す
原
因
と
な
っ
た
「
契
舟
与
小
蕃
侵
擾
」
と
い
う
こ
と
は
、
契
舟
の
太
祖
残
後
の
内
紛
を
片
付
け
た
太
宗
の
西
南
経
略
を

示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
心
天
顕
七
年
（
九
三
二
）
十
一
月
、
雲
州
北
境
へ
移
帳
し
た
契
舟
の
太
宗
は
、
翌
八
年
正
月
か
ら
皇
太
弟
李
胡
に
命

じ
て
党
項
討
伐
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
討
伐
軍
は
相
当
大
規
模
だ
っ
た
ら
し
く
、
後
唐
の
明
宗
は
契
舟
へ
遣
使
し
て
党
項
征
討
寧
の
中
止
を

要
請
し
て
い
る
。

か
く
し
て
河
曲
の
地
へ
そ
の
触
手
を
伸
ば
し
て
き
た
契
舟
は
、

た
。
し
か
し
境
上
の
諸
蕃
族
は
、
契
舟
の
支
配
に
必
ず
し
も
完
服
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
遼
史
巻
三
了
聖
宗
本
紀
・
統
和
十
五
年
（
九
九
七
）

河
西
地
方
の
党
項
を
も
討
伐
し
、

此
を
支
配
聞
に
包
括
し

の
条
に
よ
る
と

春
正
月
丙
子
。
以
河
西
党
項
叛
。
詔
韓
徳
威
。
討
之
o

〈
中
略
〉
。
三
月
甲
申
。
河
西
党
項
乞
内
附
。

と
あ
り
、
契
舟
の
支
配
よ
り
離
脱
せ
ん
と
し
て
謀
叛
し
た
り
、
契
舟
の
討
伐
に
屈
し
て
内
附
を
乞
う
河
西
党
項
の
仕
切
復
す
る
姿
が
み
ら
れ
る
。

代
北
・
河
西
の
地
に
散
居
し
て
、
契
舟
の
領
域
へ
も
出
入
す
る
党
項
を
始
め
と
す
る
諸
蕃
部
と
の
パ
イ
プ
の
役
割
を
担
っ
た
の
が
府
州
折
氏
で

こ
の
よ
う
な
折
氏
一
族
の
勢
力
を
起
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
五
代
の
各
王
朝
や
北
宋
朝
は
北
辺
防
備
を
遂
行
し
得
た
の
で
あ
る
。

あ
っ
た
し

と
こ
ろ
で
府
州
の
戸
口
統
計
は
、
唐
・
五
代
に
お
い
て
抽
出
で
き
な
い
が
、
北
宋
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
と
、

朝
管
主
客
漢
戸
五
百
七
十
」
と
あ
り
二
元
豊
九
域
志
巻
四
に
「
戸
。
主
－
千
二
百
六
十
二
・
客
七
十
八
」
と
あ
り
、
ま
た
宋
史
巻
八
六
・
地
理
志

太
平
震
字
記
巻
二
八
に
「
皇

に
は
「
崇
寧
戸
二
千
九
百
一
十
七
・
口
六
千
七
百
二
十
」
と
あ
っ
て
、
史
料
の
伝
え
る
戸
口
統
計
上
で
は
漸
次
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
戸
口
統

計
数
は
、
漢
戸
と
し
て
戸
籍
に
登
載
せ
ら
れ
て
い
る
主
戸
・
客
戸
数
で
あ
り
、

こ
の
外
に
官
に
掌
握
せ
ら
れ
て
い
な
い
逃
入
漢
戸
や
蕃
族
の
生

熟
戸
が
相
当
多
数
存
在
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。

こ
れ
を
蕃
族
に
つ
い
て
み
る
と
、
真
宗
の
戚
平
二
年
（
九
九
九
）
八
月
、
河
西
の
蕃
族
が
北

宋
よ
り
離
叛
し
た
際
、
河
西
黄
女
族
長
蒙
異
保
と
知
府
州
折
惟
昌
の
所
部
よ
り
叛
去
せ
る
熟
戸
畷
靴
と
は
、
李
継
遷
の
兵
衆
を
引
入
れ
て
麟
州

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

四



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

の
蔦
戸
谷
か
ら
松
花
砦
へ
進
窟
し
て
い
る
。
ま
た
続
資
治
通
鑑
長
編
巻
五
ニ
・
威
平
五
年
九
月
戊
申
の
条
に
よ
る
と

四

詔
。
麟
・
府
州
熟
戸
蕃
族
関
官
軍
討
賊
者
。
特
給
努
糧
。

と
あ
り
、
麟
州
・
府
州
の
熟
戸
蕃
族
で
官
軍
の
討
賊
に
従
軍
し
て
い
る
も
の
が
い
る
。
府
州
折
氏
の
配
下
に
は
、
こ
の
よ
う
な
熟
戸
蕃
族
が
多

数
い
た
。
宋
会
要
輯
稿
第
一
九
五
・
方
域
一
二
・
府
州
の
条
の
嘉
祐
五
年
（
一

O
六
O
）
九
月
の
記
事
に

ホ
ト
ン
F

初
（
折
）
継
祖
欲
解
去
州
事
。
下
知
弁
州
梁
適
体
量
。
而
言
。
折
氏
累
世
承
襲
知
府
州
。
本
族
僅
三
百
余
口
。
其
部
縁
辺
蕃
族
甚
衆
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
知
府
州
事
折
継
祖
が
そ
の
職
を
解
去
さ
れ
ん
こ
と
を
希
っ
た
と
き
、
朝
延
が
知
井
州
事
（
太
原
に
治
す
）
梁
適
を
現
地
に
派

遣
し
て
、
辞
職
願
の
実
情
を
調
査
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
梁
適
の
報
告
に
よ
る
と
、
折
氏
は
累
世
知
府
州
事
を
承
襲
し
て
お
り
、
そ
の
一
族

し
か
も
そ
の
配
下
に
は
多
数
の
蕃
族
が
存
在
す
る
こ
と
等
を
言
っ
て
い
る
（
後
述
）
。
こ
こ
に
言
う
折
氏
一

族
三
百
余
口
や
多
数
の
蕃
族
は
、
前
述
の
戸
口
統
計
に
登
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
折
氏
と
の
族
的
繋
が
り
を
以
て
そ
の
配
下
に
包

括
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
官
の
掌
握
外
に
あ
る
多
数
の
熟
戸
蕃
族
を
媒
介
と
し
て
、
折
氏
は
契
舟
等
境
外
の
蕃
族
と
接
触

で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
河
西
蔵
才
族
都
首
領
で
あ
っ
た
豊
州
の
王
承
美
の
妻
は
折
氏
で
あ
り
、
無
敵
と
し
て
契
舟
に
も
恐
れ
ら
れ
て
い

た
太
原
の
人
で
武
臣
の
楊
業
の
妻
も
折
徳
慢
の
女
で
あ
っ
た
。
折
氏
は
、

は
大
約
三
百
余
口
で
あ
る
こ
と
、

こ
の
よ
う
な
辺
臣
と
の
姻
戚
関
係
に
よ
っ
て
相
互
協
力
体
制
の
強
化

を
計
り
、
そ
の
管
域
防
禦
を
固
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
五
代
・
北
宋
時
代
に
お
け
る
府
州
折
氏
と
中
央
政
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
、
折
氏
が
官
吏
と
し
て
府
州
長
官
の
地
位
を
世
襲

し
て
ゆ
く
過
程
を
辿
る
。二

、
五
代
王
朝
と
府
州
折
氏

府
州
折
氏
が
中
国
の
政
治
舞
台
に
そ
の
姿
を
現
わ
す
の
は
、
唐
末
・
五
代
の
こ
と
で
あ
る
。

宋
会
要
輯
稿
第
一
九
五
・
方
域
一
二
・
府
州
の

条



折
氏
世
為
雲
中
大
族
。
唐
有
折
宗
本
者
。
補
振
武
縁
河
五
鎮
都
知
兵
馬
使
。
宗
本
子
嗣
倫
麟
州
刺
史
。

と
為
り
、
折
宗
本
は
振
武
縁
河
五
鎮
都
知
兵
馬
使
に
任
ぜ
ら
れ
、
大
姓
と
し
て
の
勢
力
を
藩
鎮
体
制
内
に
組
込
ま
れ
て
い
る
。
縁
河
五
鎮
の
全

部
は
末
検
索
で
あ
る
が
、
府
州
折
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
府
谷
鎮
と
府
州
の
東
北
一
百
五
十
皇
に
あ
っ
て
党
項
来
氏
が
拠
っ
て
い
た
唐
龍
鎮
と

は
、
折
氏
の
政
治
的
・
経
済
的
保
護
下
に
あ
っ
た
の
で
、
五
鎮
に
属
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
せ
ら
れ
る
。
詳
細
は
後
考
に
倹
つ
外
な

ぃ
。
折
宗
本
の
子
嗣
倫
に
つ
い
て
は
、
太
平
漢
字
記
巻
三
八
・
府
州
の
条
に

土
人
折
大
山
・
折
嗣
倫
代
為
鎮
将
。

と
あ
り
、
府
谷
鎮
将
よ
り
麟
州
刺
史
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
府
谷
鎮
は
麟
州
の
管
域
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
折
嗣
倫
を
麟
州
刺
史

折
氏
の
蕃
界
に
お
け
る
勢
力
の
進
展
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
如
く
、
折
氏
は
党
項
出
身
の
土
着
豪
族
で
あ

に
起
用
し
た
こ
と
は
、

り
、
こ
の
よ
う
な
辺
界
蕃
人
の
有
力
者
を
政
治
的
に
登
用
す
る
こ
と
は
、
辺
境
の
軍
事
・
民
政
・
財
政
等
の
諸
政
策
を
効
果
的
に
展
開
し
得
る

最
良
且
つ
確
実
な
方
策
で
あ
っ
た
。
北
宋
初
の
こ
と
で
あ
る
が
、
太
平
漢
字
記
巻
三
八
・
綬
州
綬
徳
射
の
条
に

今
廃
為
綬
徳
鎮
。
見
差
蕃
人
為
鎮
将
。
管
蕃
内
戸
。

と
あ
り
、
ま
た
同
書
・
綬
州
の
条
に

自
唐
末
。
蕃
冠
侵
援
。
所
管
五
県
並
廃
。
或
陥
在
蕃
界
。
亦
無
郷
里
。
其
民
皆
蕃
族
。
州
差
軍
将
徴
科
。

と
あ
る
如
く
、
蕃
族
の
幡
拠
す
る
辺
界
で
は
現
地
の
蕃
人
を
鎮
将
に
任
用
し
て
地
域
の
人
戸
を
管
掌
せ
し
め
、
そ
こ
に
確
立
し
た
治
安
体
制
に

拠
っ
て
、
州
長
は
催
税
・
徴
科
の
た
め
の
軍
将
を
差
遣
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
河
西
蕃
界
の
府
谷
鎮
に
本
拠
地
を
有
つ
土
豪
折
氏

も
こ
の
意
味
に
お
い
て
縁
河
五
鎮
都
知
兵
馬
使
に
任
用
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
折
嗣
倫
の
子
従
院
が
府
州
刺
史
を
授
与
さ
れ
る
に
至
る
事
情
を
み
る
と
、
旧
五
代
史
巻
一
二
五
・
周
書
・
折
従
院
伝
に

父
嗣
倫
為
麟
州
刺
史
。
累
贈
太
子
太
師
。
従
院
性
温
厚
。
弱
冠
居
父
喪
以
孝
問
。
唐
荘
宗
初
有
河
朔
之
地
。
以
代
北
諸
部
屡
為
辺
息
。
起

従
庇
為
河
東
牙
将
。
領
府
州
副
使
。
同
光
中
。
授
府
州
刺
史
。

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
四
三



五
代
・
北
宋
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府
州
折
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つ
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（
畑
地
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一
四
四

と
あ
り
、
ま
た
太
平
賓
字
記
・
巻
三
八
府
州
の
条
に
は

後
唐
荘
宗
。
天
祐
七
年
。
有
河
朔
之
地
。
将
興
王
業
。
以
代
北
諸
郡
屡
為
辺
息
。
於
是
升
鎮
為
府
谷
県
。
八
年
。
麟
州
刺
史
折
嗣
倫
子
従

院
招
回
紘
帰
国
。
詔
。
以
府
谷
県
建
府
州
。
以
拒
蕃
界
。
伯
授
従
庇
為
府
州
刺
史
。
尋
以
契
舟
与
小
蕃
侵
擾
。
移
州
於
留
得
人
盤
。
即
今

州
理
是
也
。

と
あ
る
。
両
書
に
よ
る
と
、
折
氏
が
拠
っ
た
府
谷
の
地
は
、
代
北
諸
蕃
部
の
辺
患
と
深
い
関
連
を
以
て
鎮
’
県
’
州
へ
と
行
政
的
な
発
展
・
拡

大
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
細
か
く
み
る
と
、
両
書
に
は
若
干
の
差
違
が
あ
る
。
こ
の
差
違
を
後
唐
朝
の
西
北
辺
境
経
営
の
中
に
お
い
て
考

察
す
る
こ
と
は
、
折
氏
重
用
の
要
因
を
究
明
す
る
た
め
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
る
。

晋
陽
（
現
在
の
山
西
省
太
原
）
を
本
拠
地
と
す
る
河
東
節
度
使
李
克
用
は
、
中
原
経
略
の
た
め
辺
上
の
蕃
族
を
包
括
し
て
後
梁
の
太
祖
朱
全

忠
と
覇
を
争
っ
た
が
、
天
祐
五
年
（
九
O
八
）
、
志
半
ば
で
残
し
た
。
時
に
河
東
の
咽
喉
の
地
瀦
州
は
、
後
梁
軍
の
重
囲
に
陥
っ
て
い
た
。

い
で
立
っ
た
李
存
鼠
は
、
北
蕃
諸
部
を
厚
幣
で
誘
結
し
、
親
ら
兵
を
率
い
て
後
梁
軍
を
撃
破
し
た
。
こ
の
危
機
を
よ
く
乗
切
っ
た
李
存
扇
即
ち

後
唐
の
荘
宗
は
、
張
承
業
ら
と
富
国
強
兵
に
勉
め
、
同
年
末
に
は
攻
勢
に
転
じ
た
。
天
祐
七
年
（
九
一

O
）
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
は
、
周

徳
威
・
劉
知
俊
・
李
継
微
等
を
し
て
夏
州
定
難
軍
節
度
使
李
仁
福
の
経
略
に
当
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
時
、
河
西
党
項
の
跳
梁
に
よ
っ
て
遠
征
軍

の
通
信
が
断
た
れ
た
の
で
、
三
城
巡
検
知
街
門
内
事
李
嗣
肢
は
麟
州
方
面
で
渡
河
し
、
党
項
と
転
戦
L
つ
つ
周
徳
威
の
寧
に
合
流
し
て
い
る
。

こ
の
年
、
府
谷
鎮
を
県
に
升
し
た
こ
と
や
折
従
院
を
河
東
節
度
使
の
将
校
で
あ
る
牙
将
に
登
用
し
た
こ
と
等
は
、
河
東
政
権
が
夏
州
李
氏
の
党

項
勢
力
を
討
伐
し
た
こ
と
と
全
く
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
然
り
と
す
れ
ば
、
府
谷
鎮
を
県
へ
升
し
て
そ
の
行
政
権
を
拡
大

し
、
且
つ
従
院
を
河
東
牙
将
と
し
た
こ
と
は
、
党
項
聞
に
も
つ
折
氏
の
勢
力
を
最
大
限
に
活
用
し
、
即
ち
折
氏
を
強
力
に
覇
臆
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
党
項
の
阻
害
行
動
を
最
小
限
に
抑
え
、
以
て
遠
征
軍
の
後
方
を
固
め
ん
と
す
る
政
策
的
意
図
に
発
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
天
祐
八
年

十
一
月
、
後
唐
の
荘
宗
は
成
徳
軍
節
度
使
王
錯
・
義
武
軍
節
度
使
王
処
直
等
の
帰
順
を
得
て
河
東
の
防
備
体
制
を
固
め
、
契
舟
と
は
父
李
克
用

と
契
舟
の
太
祖
阿
保
機
と
の
雲
中
会
盟
以
来
の
友
好
関
係
を
保
ち
、
こ
こ
に
そ
の
主
力
を
傾
け
て
河
北
経
略
に
着
手
し
た
。
然
る
に
振
武
・
雲 間司



期
の
辺
外
、
所
謂
代
北
の
地
に
縞
居
し
て
い
た
党
項
・
室
掌
・
達
組
・
吐
津
・
沙
陀
等
の
諸
部
族
は
屡
々
辺
患
を
な
し
た
。

下
で
代
北
の
諸
部
族
に
通
暁
し
て
い
た
折
氏
を
一
層
重
用
す
る
こ
と
は
、
河
東
の
背
後
防
衛
を
強
化
し
、
ま
た
西
進
せ
ん
と
す
る
夏
州
李
氏
を

抑
え
、
以
て
河
北
進
出
に
専
心
で
き
る
絶
対
不
可
欠
の
布
石
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
大
勢
よ
り
み
る
と
、
府
州
を
新
置
し
て
折
氏
を
そ
の
刺

史
に
就
任
せ
し
め
た
要
因
も
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
旧
五
代
史
巻
一
三
八
・
外
国
伝
・
党
項
の
条
に

と
あ
る
党
項
内
強
力
集
団
の
朝
貢
は
、
冊
府
元
亀
に
伝
え
ら
れ
る
も
の
の
み
で
も
表
付
の
諸
例
を
検
出
し
得
る
。

へ
の
来
貢
が
盛
ん
な
こ
目
、
折
従
院
が
回
紘
を
招
撫
し
た
こ
と
、
或
は
長
興
元
年
（
九
三

O
）
十
二
月
、
党
項
折
家
族
五
鎮
都
知
兵
馬
使
折
文

政
が
検
校
僕
射
に
叙
せ
ら
れ
、
党
項
薄
備
家
族
都
督
薄
備
撤
羅
へ
検
校
尚
書
を
授
与
し
た
こ
い
い
】
等
は
、
後
唐
朝
に
よ
る
党
項
に
対
す
る
招
撫
・

控
制
の
施
策
が
成
功
し
た
こ
と
を
示
す
事
例
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
如
く
考
え
る
と
、
折
氏
が
府
州
刺
史
と
な
る
経
過
は
大
約

左
の
よ
う
に
概
述
で
き
る
。

自
問
光
以
後
。
大
姓
之
強
者
。
各
自
来
朝
賞
。

表
て
後
唐
朝
へ
の
党
項
朝
貢
表
。

部冊

朝男
貢亀
五巻
の力
条七
iζ二

事 lょ・
る外
。臣

、＿＿，，，

ぺ一一五一一瞬曜日
Hur十疋
旦

手
一
一
開
明
日
開
鰐
欝
踊
子

月

言己

。

馬

。党宅其

喜重

I I 方馬
物
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五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

こ
の
よ
う
な
状
況

このように党項の後唐朝

聖量九四
天f祐¥ 

天七費九祐

天

祐

年九r、 七
年

一 一 一 以
一 一 。、J、J 、J 前

ii 
嗣ぐ。従折庇

唐合鎮将

で
あ
て3

た

る
父嗣倫

。
の

府州 あ
と

の 県す を

一
四
五



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
〉

一
四
六

即
ち
、
党
項
出
身
の
土
着
大
姓
折
氏
は
、
代
北
諸
蕃
・
契
舟
・
夏
州
李
氏
等
に
対
す
る
抑
え
の
役
割
を
担
い
、
後
唐
朝
と
の
密
接
な
相
互
依
存

関
係
に
立
っ
て
、
府
谷
鎮
将
か
ら
河
東
牙
将
兼
府
州
刺
史
へ
と
そ
の
管
域
の
拡
大
と
官
吏
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
後
晋
朝
に
お
け
る
折
氏
の
去
就
を
み
る
。
後
晋
の
高
祖
が
燕
雲
十
六
州
を
契
舟
へ
割
譲
し
て
以
後
、
府
州
方

面
に
対
す
る
契
向
の
侵
擾
が
活
発
と
な
っ
た
。
後
梁
の
貞
明
四
年
（
九
一
八
）
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
は
、
高
句
麗
の
遺
民
の
居
住
す
る
遼
東

が
契
舟
に
併
合
せ
ら
れ
た
。
契
舟
は
豊
能
の
地
で
あ
る
遼
東
を
そ
の
領
土
に
加
え
る
に
及
ん
で
、
農
業
生
産
力
に
支
え
ら
れ
た
遊
牧
国
家
と
し

て
一
段
と
発
展
し
た
。
か
く
し
て
後
晋
朝
よ
り
燕
雲
十
六
州
を
割
譲
せ
ら
れ
る
や
、
そ
の
地
方
の
蕃
・
漢
人
を
遼
東
へ
徒
民
さ
せ
、
問
時
に
中

天
福
元
年
（
九
三
六
）
、

国
辺
境
の
蕃
・
漢
人
を
も
投
致
せ
ん
と
し
た
。
太
平
蜜
字
記
巻
三
八
・
府
州
の
条
に
よ
る
と

晋
高
祖
起
義
。
以
契
内
有
援
例
之
恩
。
賂
以
雲
中
・
河
西
之
地
尽
去
鷲
。
契
内
尽
徒
河
南
之
民
υ

以
実
遼
束
。
人
心
大
援
。
従
院
因
保
険

拒
之
。
少
主
嗣
位
。
北
絶
虜
好
。
乃
遺
使
詔
従
庇
出
師
。
明
年
春
。
従
庇
率
兵
深
入
。
連
抜
十
余
砦
。

と
あ
り
、
府
州
周
辺
の
蕃
・
漢
戸
の
動
揺
は
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
c

府
州
の
軍
事
・
行
政
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
折
従
院
は
、
契
舟
の
侵
冠

か
ら
そ
の
統
治
地
域
を
守
禦
し
、
管
域
内
の
蕃
・
漢
人
戸
の
安
全
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
契
舟
が
会
同
元
年
（
九
三
八
〉
か
ら

五
年
（
九
四
二
）
ま
で
ほ
と
ん
ど
連
歳
党
項
討
伐
の
軍
を
興
し
て
い
る
の
は
、
契
舟
へ
柱
致
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
党
項
の
抵
抗
が
強
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
後
晋
の
少
帝
が
即
位
し
て
契
内
と
の
友
好
関
係
を
絶
つ
や
、
契
内
へ
の
出
兵
を
少
帝
に
慾
憩
さ
れ
た
折
従
院
は
、
開
運
元
年

ハ
九
四
四
）
春
、
契
舟
領
深
く
進
入
し
て
十
余
砦
を
連
放
す
る
戦
果
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
時
契
舟
は
大
軍
を
以
て
河
北
・
河
東
二
方
面
へ
侵

太
原
方
面
へ
入
定
し
て
き
た
契
舟
軍
は
、
こ
の
こ
と
あ
る
を
予
知
し
て
防
戦
体
制
を
整
え
て
い
た
劉
知
速
に
よ
っ
て
撃
退
さ

冠
し
て
き
た
。

れ
、
ま
た
河
北
へ
転
戦
し
た
本
軍
も
結
局
目
標
を
達
す
る
こ
と
な
く
全
軍
北
帰
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
旧
五
代
史
巻
一
二
五
・
折
従
抗
伝
に

関
連
初
。
加
検
校
太
保
。
遷
本
州
団
練
使
。
其
年
兼
領
朔
州
刺
史
・
安
北
都
護
・
振
武
軍
節
度
使
・
契
舟
西
南
面
行
営
馬
歩
都
虞
候
。

と
あ
る
官
職
は
、
対
契
舟
戦
に
お
け
る
折
従
院
の
功
績
に
対
し
て
賜
与
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
時
、
夏
州
定
難
軍
節
度
使
李
養
肢
が

《剖》

兵
四
万
を
率
い
て
麟
州
よ
り
渡
河
し
て
契
内
へ
進
攻
し
た
と
奏
し
、
契
舟
西
南
面
招
討
使
を
賜
与
せ
ら
れ
て
い
る
。
翌
二
年
、
再
度
契
舟
の
南



下
を
み
た
が
、
折
従
阪
は
契
内
の
勝
州
を
下
し
、
朔
州
方
面
へ
進
軍
し
た
。

こ
う
し
た
契
内
の
侵
冠
に
対
す
る
府
州
折
氏
や
夏
州
李
氏
等
党
項

系
領
袖
の
活
躍
は
、
後
晋
朝
へ
の
忠
義
立
て
で
は
な
く
、
徒
民
を
強
行
す
る
契
内
の
重
圧
か
ら
己
を
衛
ら
ん
と
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

方
、
中
原
王
朝
に
と
っ
て
党
項
系
領
袖
の
活
躍
は
、
河
東
へ
侵
冠
せ
ん
と
す
る
契
内
軍
に
対
す
る
後
方
撹
乱
の
有
効
な
布
石
と
な
り
、
契
内
の

意
図
を
挫
折
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

天
福
十
二
年
（
九
四
七
）
、

劉
知
遠
が
太
原
で
即
位
し
、
後
漢
朝
を
建
国
す
る
と
、

折
従
院
は
直
ち
に
新
帝
の
下
へ
馳
参
じ
た
。

旧
五
代
史

巻
一
二
五
・
折
従
院
伝
に

漢
祖
建
号
晋
陽
。
引
兵
南
下
。
従
庇
率
衆
帰
之
。
尋
升
府
為
永
安
軍
。
椋
振
武
之
勝
州
並
沿
河
五
鎮
以
隷
意
。
授
従
院
光
録
大
夫
・
検
校

太
尉
・
永
安
寧
節
度
使
・
府
勝
州
観
察
処
置
等
使
。
の
賜
功
臣
名
号
。

と
あ
る
。
こ
の
処
置
に
は
契
舟
を
後
退
せ
し
め
た
論
功
行
賞
の
意
味
が
推
察
さ
れ
る
。
此
に
至
っ
て
折
従
院
は
、
契
舟
よ
り
奪
取
し
た
勝
州
と

折
氏
の
本
拠
地
府
州
及
び
沿
河
五
鎮
の
地
と
を
以
て
藩
鎮
に
列
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
九
四
六
年
、
契
舟
で
は
太
宗
が
殻
し
、
内
事
多
端
の
た

め
征
戦
の
余
力
な
く
、
以
て
府
州
方
面
も
静
穏
を
保
つ
を
得
た
。
乾
祐
三
年
（
九
五

O
）
三
月
、
折
従
院
は
そ
の
放
を
挙
げ
て
入
朝
し
、
翌
四

月
に
は
武
勝
節
度
使
と
し
て
部
州
に
徒
り
、
尋
い
で
府
州
は
軍
額
が
罷
め
ら
れ
て
河
東
節
度
使
の
支
郡
と
な
り
、
五
月
に
従
院
の
子
、
府
州
蕃

漢
馬
歩
都
指
揮
使
折
徳
買
が
府
州
団
練
使
に
任
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
折
従
配
の
入
朝
・
移
鎮
は
、
資
治
通
鑑
巻
二
八
九
・
後
漢
・
乾
祐
三
年
二

月
の
条
に

朝
廷
欲
移
易
藩
鎮
。

と
あ
る
如
く
、
漸
く
威
信
を
加
え
つ
つ
あ
っ
た
中
央
権
力
の
藩
鎮
抑
制
策
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。
唐
末
・
五
代
の
藩
鎮
は
二
三
州
を
以
て
そ

の
藩
道
と
し
て
い
た
が
、
兵
・
財
・
民
の
諸
権
に
お
い
て
支
郡
の
独
立
的
傾
向
が
強
か
っ
た
。
一
方
、
藩
鎮
の
交
替
・
移
鎮
も
後
唐
朝
以
後
漸

次
活
発
化
し
、
朝
建
の
意
図
に
忠
実
な
節
度
使
の
差
遣
や
皇
帝
側
近
の
知
州
差
遣
が
普
及
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
趨
勢
は
内
郡
よ
り
次
辺

・
沿
辺
へ
と
波
及
・
拡
大
し
、
か
く
し
て
藩
鎮
は
一
州
の
行
政
長
官
と
し
て
の
傾
向
を
辿
っ
て
い
っ
た
。
折
従
院
の
移
鎮
も
こ
の
大
勢
に
沿
う

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
四
七



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

｝
四
八

も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
後
周
朝
に
至
る
と
、
折
従
院
は
滑
州
義
成
軍
節
度
使
に
移
さ
れ
、
尋
い
で
映
州
保
義
軍
節
度
使
へ
移
鎮
し
、

は
、
慶
州
方
面
で
隊
商
を
瓢
掠
し
て
い
た
謀
叛
党
項
野
難
族
の
討
伐
・
招
撫
の
た
め
部
州
静
難
軍
節
度
使
へ
移
封
せ
ら
れ
て
い
る
。
後
周
建
国

二
年
余
に
し
て
、
折
従
院
は
三
度
移
鎮
し
て
お
り
、
一
鎮
に
在
る
こ
と
一
年
に
も
当
っ
て
い
な
時
。
一
方
、
従
庇
の
子
徳
震
は
、
広
順
三
年

（
九
五
三
〉
十
二
月
北
漢
将
喬
賛
の
入
冠
を
撃
退
し
、
顕
徳
元
年
（
九
五
四
）
五
月
長
雨
と
補
給
難
と
に
困
苦
し
つ
つ
晋
陽
を
包
囲
し
て
い
た

後
周
の
世
宗
の
幕
下
に
州
兵
を
率
い
て
来
朝
し
た
。
こ
の
時
、
世
宗
は
再
び
府
州
を
永
安
寧
に
升
し
、
折
徳
震
を
節
度
使
に
任
命
し
た
。
か
く

し
て
折
従
院
が
卒
す
る
顕
徳
二
年
ま
で
父
子
倶
に
節
鎮
を
領
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
顕
徳
二
年
正
月
、
定
難
軍
節
度
使
李
勢
興
は
、
折
徳
震
が

己
と
並
列
の
地
位
に
な
っ
た
こ
と
を
恥
と
し
て
使
臣
の
交
通
を
遮
蔽
し
た
。
資
治
通
鑑
巻
二
九
二
・
後
周
・
顕
徳
二
年
春
正
月
の
条
に
よ
る
と

広
順
三
年
十
一
月
に

（
庚
辰
）
。
定
難
節
度
使
李
養
興
。
以
折
徳
梗
亦
為
節
度
使
与
己
並
列
。
恥
之
。

塞
路
不
通
周
使
。

発
来
。
上
謀
於
宰
相
。
対
日
。
夏
州

辺
鎮
。
朝
廷
向
来
毎
加
優
借
。
府
州
禰
小
。
得
失
不
繋
重
軽
。
且
宜
撫
諭
勢
興
。
庶
全
大
体
。
上
目
。
徳
喫
数
年
以
来
尽
忠
毅
力
。
以
拒

劉
氏
。
奈
何
一
旦
棄
之
。
且
夏
州
惟
産
羊
馬
。
貿
易
百
貨
悉
仰
中
国
。
我
若
絶
之
。
彼
何
能
為
。
乃
遺
供
奉
官
斉
蔵
珍
。
薗
詔
書
責
之
。

舞
興
抽
出
恐
謝
罪
。

と
あ
る
。
こ
の
事
件
に
対
し
て
宰
相
等
は
、
最
近
節
鎮
と
な
っ
た
小
藩
府
州
を
抑
え
て
、
旧
来
よ
り
辺
鎮
と
し
て
優
借
を
加
え
て
き
た
夏
州
李

氏
を
撫
諭
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
後
周
の
世
宗
は
こ
の
意
見
を
斥
け
て
、

ω折
徳
慣
は
数
年
来
砕
心
尽
力
し
て
北
漢
牽
制
の
任
を
果

し
て
い
る
の
で
こ
れ
を
棄
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。
例
夏
州
は
た
だ
羊
馬
を
産
す
る
の
み
で
百
貨
の
供
給
を
悉
く
中
国
に
依
存
し
て
い

る
か
ら
夏
州
李
氏
と
の
関
係
を
断
っ
と
夏
州
は
何
も
な
し
得
な
い
こ
と
等
を
判
断
し
、
以
て
夏
州
李
氏
の
購
悉
を
責
め
て
い
る
。
即
ち
、
漸
く

威
信
を
加
え
て
き
た
中
央
政
府
に
よ
っ
て
、
経
済
的
弱
点
を
衝
か
れ
た
夏
州
李
氏
は
謝
罪
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
唐

以
来
務
鎮
と
し
て
党
項
聞
に
雄
視
し
て
い
た
夏
州
李
氏
の
誇
り
が
、
府
州
折
氏
の
節
鎮
昇
格
に
よ
っ
て
損
わ
れ
た
た
め
生
起
し
た
と
い
う
胡
三

A

回）

省
以
来
の
見
方
が
あ
る
が
、
次
の
如
き
見
方
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
夏
州
李
氏
と
府
州
折
氏
と
は
共
に
党
項
出
身
の
土
着
豪
族
で
あ



り
、
「
惟
産
羊
馬
。
貿
易
百
貨
悉
仰
中
国
」
と
あ
る
如
く
、
蕃
部
と
中
国
と
の
交
易
に
お
け
る
仲
介
的
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ

て
こ
の
両
者
が
共
に
藩
鎮
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
辺
界
に
お
け
る
両
者
の
地
位
が
全
く
同
等
と
な
り
、
中
国
の
文
化
品
と
自
己
の
畜
産
品
と

を
交
易
せ
ん
と
切
望
す
る
蕃
族
に
と
っ
て
閉
じ
権
限
の
所
有
者
と
し
て
両
者
の
優
劣
は
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
唐
以
来
藩
鎮
で
あ
っ
た
夏

州
李
氏
に
と
っ
て
政
治
的
の
み
な
ら
ず
経
済
的
に
も
そ
の
立
場
を
脅
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
府
州
の
地
は
麟
州
の
地
と
と
も
に
、
西

進
南
下
せ
ん
と
す
る
契
舟
と
東
進
せ
ん
と
す
る
夏
州
李
氏
と
の
聞
に
模
状
に
食
込
ん
だ
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
に
藩
鎮
を
創
置
す
る
中
原
王

朝
の
意
図
は
、
第
一
に
契
舟
が
河
東
へ
侵
題
し
た
と
き
、
そ
の
後
方
の
揖
乱
と
遮
蔽
と
の
役
割
を
附
与
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
は
後
晋
・
後
漢
時
代
に
契
舟
が
河
東
へ
侵
入
す
る
と
盛
ん
に
契
舟
の
後
方
撹
乱
を
行
な
っ
た
折
氏
の
動
向
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
府

州
の
地
は
オ
ル
ド
ス
よ
り
河
東
へ
の
侵
入
路
に
当
り
、
こ
の
地
方
を
李
氏
が
領
有
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
李
氏
の
河
東
へ
の
発
展
を
可
能
な
ら

し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
麟
州
の
孤
立
化
を
防
ぎ
、
夏
州
李
氏
に
対
す
る
防
禦
体
制
を
強
化
す
る
に
は
、
府
州
に
大
勢
力
を
育
成
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
後
周
朝
が
府
州
折
氏
を
助
け
、
購
悉
な
夏
州
李
氏
を
叱
責
し
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
所
で
あ

る
。
即
ち
、
契
舟
・
夏
州
李
氏
に
対
す
る
辺
境
政
策
の
必
要
性
か
ら
府
州
折
氏
の
政
治
的
な
地
位
向
上
と
権
限
拡
大
と
が
な
さ
れ
た
の
で
あ

こ
の
こ

る。
さ
て
、
頭
徳
二
年
（
九
五
五
）
後
周
朝
は
胡
虚
河
を
波
諜
し
、
李
曇
口
の
防
備
を
強
化
し
て
契
舟
の
南
進
へ
の
対
策
を
固
め
た
の
ち
、
比
部

郎
中
玉
朴
の
献
策
を
用
い
て
南
境
を
脅
か
す
南
唐
に
当
り
、
顕
徳
五
年
ハ
九
五
八
）
三
月
江
北
の
地
十
四
州
六
十
県
を
得
た
。

自
供
は
、
南
征
よ
り
帰
途
の
世
宗
と
開
封
府
陳
留
県
南
の
通
許
橋
で
迎
謁
し
、
内
地
に
遷
ら
ん
こ
と
を
要
請
し
た
。

《剖》

「
其
索
得
蕃
情
」
を
以
て
こ
れ
を
許
さ
ず
、
厚
く
賜
賛
し
て
帰
任
せ
し
め
て
い
る
。

性
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
と
き
折
徳

し
か
し
世
宗
は
、

徳
暖
が

こ
の
事
実
を
以
て
し
て
も
、
折
氏
の
蕃
界
に
お
け
る
重
要

以
上
、
五
代
に
お
け
る
折
氏
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
は
次
の
如
く
要
約
で
き
る
。
党
項
出
身
の
土
着
大
姓
府
州
折
氏
は
、
契
舟
・
夏
州
李

氏
の
圧
迫
・
指
蟻
等
に
強
く
影
響
さ
れ
た
辺
境
諸
蕃
族
に
対
す
る
中
国
側
の
抑
え
と
し
て
登
用
さ
れ
た
。
従
っ
て
折
氏
は
、
後
唐
・
後
晋
・
後

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
ハ
畑
地
〉

一
四
九



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
〉

一五
O

漢
・
後
周
等
の
歴
代
王
朝
に
お
い
て
河
東
・
西
北
辺
境
の
防
禦
の
重
責
を
担
い
、
契
舟
・
夏
州
李
氏
に
対
す
る
辺
境
行
政
の
必
要
性
に
応
じ

て
、
府
谷
の
鎮
将
よ
り
沿
河
五
鎮
都
知
兵
馬
使
、
河
東
矛
将
に
登
用
せ
ら
れ
、
府
谷
の
地
が
州
へ
升
せ
ら
れ
る
に
及
び
、
府
州
刺
史
↓
節
度
使

へ
と
昇
進
し
、
そ
の
統
治
管
域
・
権
限
が
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
、
北
宋
朝
と
府
州
折
氏

後
周
を
承
け
継
い
だ
北
宋
の
太
祖
越
匡
肢
は
、
北
漢
を
契
舟
と
の
緩
衝
地
帯
に
残
し
て
専
ら
南
征
に
意
を
注
ぎ
、
南
平
・
笥
・
楚
・
南
漢
・

南
唐
を
相
次
い
で
降
減
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
武
人
政
治
の
改
廃
を
目
ざ
し
、
支
郡
の
直
属
を
推
進
し
て
節
度
使
の
一
州
長
官
化
の
徹
底
を

計
り
、
通
判
を
差
遣
し
て
藩
鎮
を
牽
制
せ
し
め
、
三
司
使
や
監
臨
官
の
権
能
を
強
化
し
て
中
央
財
政
の
強
化
に
勉
め
、
機
会
あ
る
ご
と
に
皇
帝

側
近
者
を
知
州
事
と
し
て
差
遣
し
、
以
て
中
央
集
権
体
制
の
確
立
に
専
心
し
た
。
こ
の
方
針
を
継
承
し
た
太
宗
は
、
呉
越
・
北
漢
を
討
伐
・
併

合
し
て
統
一
事
業
を
成
し
遂
げ
た
。
北
宋
の
統
一
事
業
の
過
程
で
最
後
ま
で
残
さ
れ
た
北
漢
に
対
し
、
府
州
折
氏
は
そ
の
平
定
の
日
ま
で
目
覚

し
く
活
躍
し
た
。
建
隆
元
年
（
九
六
O
）
三
月
、
北
漢
が
代
北
諸
部
を
誘
引
し
て
河
西
一
帯
を
侵
掠
す
る
と
、
五
月
に
折
徳
鹿
取
は
北
漢
の
沙
谷

砦
を
破
っ
て
斬
首
五
百
級
と
い
う
戦
果
を
挙
げ
た
。
乾
徳
元
年
（
九
六
三
）
閏
十
二
月
に
は
、
府
州
に
入
題
し
た
北
漢
軍
数
千
を
そ
の
城
下
に

破
り
、
敵
将
楊
燐
を
生
檎
り
に
し
た
。
太
平
興
国
四
年
（
九
七
九
）
三
月
、
北
宋
の
太
宗
が
総
力
を
挙
げ
て
北
漢
討
滅
に
着
手
す
る
や
、
知
府

州
事
折
御
卿
は
常
に
前
戦
に
あ
っ
た
。
宋
史
巻
二
五
三
・
折
御
卿
伝
に

太
宗
征
河
東
。
命
御
卿
与
予
憲
領
屯
兵
。
同
攻
嵐
州
。
又
破
苛
嵐
軍
。
檎
其
軍
使
折
令
図
以
献
。
遂
下
嵐
州
。
又
殺
其
憲
州
刺
史
獲
吻
。

又
檎
其
将
馬
延
忠
等
七
人
。
遷
崇
儀
使
。

と
あ
り
、
こ
の
征
役
に
お
け
る
数
々
の
武
勲
に
よ
っ
て
、
折
御
卿
は
崇
儀
使
を
賜
与
せ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
夏
州
李
氏
は
、
資
治
通
鑑
巻
二
八
八
・
後
漢
・
乾
祐
二
年
二
月
辛
未
の
条
に

以
中
原
多
故
。
有
軽
倣
之
志
。
毎
藩
鎮
有
叛
者
。
常
陰
助
之
。
逝
其
重
賂
。
朝
廷
知
其
事
。
亦
以
恩
沢
親
臨
時
之
。



と
あ
る
如
く
、
朝
建
に
対
す
る
軽
倣
の
念
を
も
ち
、
前
述
の
如
く
府
州
折
氏
と
の
紛
争
で
は
後
周
朝
に
屈
服
し
た
も
の
の
、
そ
の
領
域
へ
の
中

央
権
力
不
介
入
は
北
宋
初
に
至
っ
て
も
続
い
て
い
た
。
太
平
興
国
四
年
（
九
七
九
）
七
月
に
李
継
埼
残
し
、
十
一
月
に
弟
継
捧
が
留
後
と
な
っ

た
が
、
一
族
問
で
継
承
争
い
が
起
っ
た
。
七
年
（
九
八
二
）
五
月
、
朝
廷
は
継
捧
の
従
父
綬
州
刺
史
李
克
文
を
権
知
夏
州
事
と
し
、
殿
直
出
身

（回〉

の
芳
憲
を
同
知
州
事
と
し
て
夏
州
へ
差
遣
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
李
継
捧
は
、
「
諸
父
昆
弟
多
相
怨
設
」
と
て
所
管
の
四
州
八
県
を
献
納
し
て

京
師
に
在
留
せ
ん
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
継
捧
の
弟
夏
州
蕃
落
使
李
継
遷
は
内
徒
を
悦
ば
ず
、
夏
州
東
北
三
百
呈
の
地
斥
沢
に
奔
入
し

て
蕃
族
を
招
集
し
て
い
た
。
薙
照
元
年
（
九
八
四
）
九
月
、
知
夏
州
す
憲
と
都
巡
検
使
曹
光
実
と
の
軍
に
敗
北
し
た
李
継
遷
は
、
翌
二
年
二

月
、
霞
草
川
に
お
い
て
曹
光
実
を
誘
殺
し
て
銀
州
に
拠
っ
た
。
し
か
し
再
度
北
宋
の
討
伐
軍
に
破
ら
れ
、
三
年
二
月
に
契
舟
へ
降
り
夏
国
王
に

こ
の
李
継
遷
の
叛
乱
と
契
内
の
西
進
と
は
府
州
方
面
の
蕃
族
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
宋
史
巻
四
九
一
・
外
国
伝
・

冊
立
せ
ら
れ
て
い
る
。

党
項
の
条
に

（
太
平
興
国
七
年
）
o

賜
麟
・
府
・
銀
・
夏
・
豊
州
及
日
利
月
利
族
勅
書
。
招
諭
之
。

と
あ
る
如
く
、
勅
書
を
与
え
て
招
諭
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
動
揺
し
て
い
る
。

」
の
問
、
知
府
州
事
折
御
卿
は
専
ら
党
項
招
撫
に
勉
め
、
契
舟

－
西
夏
の
侵
冠
の
第
一
線
で
戦
っ
て
い
る
。
即
ち
、
至
道
元
年
（
九
九
五
）
正
月
に
は
契
内
を
子
河
況
で
大
破
し
、
以
て
契
舟
の
畏
れ
る
所
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
戦
勝
の
報
に
接
た
北
宋
の
太
宗
は
そ
の
真
偽
の
判
断
に
迷
い
、
内
侍
楊
守
斌
を
府
州
へ
派
し
て
実
情
を
調
査
せ
し
め
、
且

つ
府
州
一
帯
の
地
図
を
画
か
せ
て
い
る
。

こ
の
地
図
を
朝
廷
が
入
手
す
る
こ
と
は
、
府
州
の
版
図
を
完
全
に
掌
握
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
然
り
と
す
れ
ば
、
至
道
以
前
の
北
宋
創
業
期
に
は
、
府
州
に
対
す
る
朝
廷
の
支
配
力
は
直
接
及
ば
ず
、
折
氏
を
介
し
て
間
接
的
に

統
治
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
折
氏
は
、
諜
報
網
を
四
方
に
張
り
巡
ら
し
て
外
夷
の
動
静
を
熟

知
ぱ
、
府
州
一
帯
を
守
禦
す
る
こ
と
は
自
己
の
任
務
で
あ
る
と
の
誇
り
を
有
っ
て
い
た
。
至
道
元
年
（
九
九
五
）
十
二
月
、
折
御
卿
の
疾
病
を

知
っ
た
契
舟
将
韓
徳
威
は
、
夏
国
王
李
継
選
を
誘
い
、
子
河
夜
の
仇
を
討
た
ん
と
入
冠
し
た
。

条
に
よ
る
と
、
病
を
押
し
て
出
陣
せ
ん
と
す
る
折
御
卿
は
、
母
の
引
留
め
に
対
し
て
日
く
、

宋
会
要
輯
稿
第
一
九
五
・
方
域
一
二
・
府
州
の

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
〉

五



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
〉

五

家
世
受
国
恩
。
虜
冠
未
滅
。
御
卿
之
罪
也
。
今
臨
敵
安
可
棄
土
卒
。
自
便
死
於
軍
中
。
是
其
分
也
。
翌
日
而
卒
。

と
あ
り
、
辺
境
防
禦
に
対
す
る
気
慨
を
示
し
て
い
る
。
府
州
折
氏
の
強
勢
は
こ
の
折
御
卿
の
噴
ま
で
が
全
盛
期
で
あ
っ
た
。
至
道
三
年
（
九
九

七
〉
、
路
分
制
の
確
立
に
よ
っ
て
府
州
は
河
東
路
に
統
属
せ
ら
れ
た
。
か
く
し
て
州
政
に
対
す
る
監
司
の
容
喋
が
強
化
せ
ら
れ
、
折
氏
は
府
州

長
官
と
し
て
中
央
へ
の
求
心
性
を
強
め
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
折
惟
昌
が
卒
し
た
と
き

録
二
子
継
芳
・
継
麟
並
為
奉
職
。
弟
借
職
惟
崇
為
殿
直
。
姪
継
猷
・
継
符
並
借
職
。

【甜】

と
あ
り
、
ま
た
折
継
祖
が
卒
し
た
と
き

官
録
二
孫
為
借
職
。

と
あ
る
如
何
、
折
氏
一
族
か
ら
三
班
鵬
へ
の
登
録
は
、
中
央
へ
の
求
心
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
府
州
の
地
は
、
契
舟
・
西
夏
と
の
国

境
地
帯
に
模
状
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
辺
境
の
経
営
に
は
折
氏
の
勢
力
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
折
氏

一
族
が
知
府
州
事
の
地
位
を
世
襲
し
た
一
因
が
あ
っ
た
。
五
代
・
北
宋
に
お
い
て
府
州
の
長
官
に
就
任
し
た
折
氏
の
系
譜
を
作
成
す
る
と
次
の

知
く
な
る
。

「
・
宋
史
巻
二
五
三
・
折
徳
展
伝

J

O
折
氏
系
譜
拠
典
一
・
宋
会
要
輯
稿
第
一
九
五
・
方
域
一
二
・
府
州
一

／
・
金
石
奉
編
巻
一
四
七
・
宋
二
五
・
折
克
行
神
道
碑
」

F「

）
内
は
知
州
と
な
っ
た
年
。

手3
嗣

？主
従~
庇ー

徳
屡

宋
初

御御
卿勲

九関ニ乾
年宝年徳

耳企
忠昌正

符大三至元至
七中年道年道
年祥、J 』 J

汁寸
継継継
祖関宣

言書中雲中量

長元元四照
年豊年寧

可可可
求適大

金降五政三元、J 年和年符

雲
南北

襟



以
上
述
べ
た
点
は
次
の
如
く
要
約
で
き
る
。
府
州
折
氏
は
そ
の
配
下
に
多
数
の
蕃
族
を
内
包
し
、
北
宋
創
業
期
に
目
覚
し
く
活
躍
し
た
。
至

道
三
年
（
九
九
七
）
、
路
分
制
が
整
備
さ
れ
て
以
後
、
路
分
監
司
の
容
蟻
が
府
州
に
対
し
て
も
漸
次
浸
透
し
た
。
折
氏
は
辺
境
情
勢
の
通
暁
者

と
し
て
、
或
は
南
下
せ
ん
と
す
る
契
舟
や
東
進
せ
ん
と
す
る
西
夏
に
対
す
る
軍
事
的
抑
止
力
と
し
て
、
知
府
州
事
の
職
を
世
襲
す
る
こ
と
は
で

き
た
が
、
他
方
に
お
い
て
地
方
行
政
長
官
と
し
て
官
僚
化
の
方
向
を
辿
っ
た
。
中
国
辺
界
に
集
住
・
雑
居
す
る
蕃
族
大
姓
の
世
襲
的
存
続
は
、

中
国
の
政
治
的
混
乱
期
に
お
け
る
自
身
の
発
展
と
中
国
側
の
招
璃
・
弱
腰
政
策
と
に
よ
っ
て
、
同
族
聞
に
お
け
る
地
位
向
上
を
計
り
得
た
。
し

か
し
北
宋
の
如
き
強
力
な
中
央
集
権
国
家
が
形
成
さ
れ
る
と
、
中
国
の
支
配
よ
り
脱
皮
し
て
独
自
の
発
展
を
計
る
か
、
他
の
有
力
蕃
族
に
吸
合

せ
ら
れ
る
か
、
或
は
中
国
の
官
人
化
の
傾
向
を
辿
り
中
央
権
力
へ
の
求
心
性
を
強
め
て
そ
の
発
展
性
に
限
界
を
も
た
ら
す
か
の
い
ず
れ
か
で
あ

っ
た
。
府
州
折
氏
は
契
舟
と
酉
夏
と
に
挟
ま
れ
て
蕃
界
へ
の
自
身
の
発
展
を
見
出
し
得
ず
、
北
宋
へ
の
求
心
性
を
強
め
た
。
他
方
夏
州
李
氏
は

西
方
の
甘
・
粛
方
面
へ
発
展
し
、
西
城
と
中
国
と
の
貿
易
ル

l
ト
に
介
在
し
て
そ
の
仲
介
の
利
を
以
て
勃
興
・
隆
昌
の
途
を
辿
り
、
北
宋
よ
り

独
立
し
て
西
夏
国
を
建
て
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

四
、
折
氏
と
辺
境
行
政

北
宋
朝
が
五
代
列
国
を
統
合
し
て
そ
の
軍
事
力
を
北
辺
に
集
中
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
朝
廷
の
統
制
力
が
辺
界
諸
州
へ
加
重
さ
れ
た
。

の
大
勢
下
で
独
り
府
州
の
み
例
外
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
既
に
折
御
卿
が
知
州
で
あ
っ
た
太
平
興
国
四
年
（
九
七
九
）
、
殿
直
出
身
の
監
軍

主
配
が
差
遣
さ
れ
て
お
り
、
至
道
元
年
（
九
九
五
）
に
府
州
一
帯
の
地
図
が
中
央
へ
掌
握
さ
れ
た
こ
と
は
、
中
央
政
治
権
力
が
浸
透
し
て
い
た

,.. 
I-

たこ

図会
ら裏
ず付
もけ
そる

に 8
辺で
警あ
行る
ι.tr 0 

の こ
実の
態ょ
をう
窺た
知出
す -4-
る政
こ治
と権
が力
での
き辺

モ塁
吏苅
z;; .A.. 

要庁、

喜重
竺憲
九欲
五は

方屡
域々
二 E見
一地

府2
2墾
嘉最

重視
年五
三結

果
O に

公陥。っ

九
月
の
条
を
見
る
に

遺
中
使
費
詔
。
撫
諭
知
府
州
・
如
京
使
・
康
州
刺
史
折
継
祖
。
初
継
視
欲
解
去
州
事
。
下
知
井
州
梁
適
体
量
。
而
言
。
折
氏
世
承
襲
知
府

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
五
三



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

ホ
ト
ン

F

州
。
本
族
僅
三
百
余
口
。
其
部
縁
辺
蕃
族
甚
衆
。
凡
稿
労
皆
以
俸
銭
。

一
五
四

而
所
用
不
給
。
於
蕃
部
借
牛
。
耕
蒔
閑
因
。
以
収
穫
之
利
。
歳
贈

公
費
。
且
朝
廷
伸
之
承
襲
υ

即
与
内
地
知
州
不
同
υ

比
年
監
司
一
以
条
約
縄
之
υ

尤
為
一
煩
密
υ

以
致
内
不
自
安
。

遂
欲
解
去
。
乞
密
加
撫

存
之
。
故
有
是
治
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
折
継
祖
が
知
州
事
の
職
を
辞
せ
ん
と
願
っ
た
事
情
を
現
地
調
査
し
た
知
弁
州
梁
適
の
調
書
で
あ
り
、

に
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

そ
の
一
一
一
一
口
う
所
を
箇
条
書

ω、
折
氏
は
累
世
知
府
州
事
を
承
襲
し
て
お
り
、
内
地
の
知
州
と
は
閉
じ
も
の
で
な
い
。

ω、
折
氏
一
族
は
大
約
三
百
余
口
で
あ
る
。

刷
、
折
氏
の
配
下
に
は
縁
辺
の
蕃
族
が
多
数
統
御
せ
ら
れ
て
い
る
。

ω、
こ
れ
ら
蕃
族
を
嫡
労
す
る
た
め
に
俸
銭
を
与
へ
て
い
る
。

刷
、
そ
れ
で
は
必
要
経
費
が
不
足
す
る
の
で
蕃
部
地
域
に
お
い
て
借
牛
し
て
閑
田
を
耕
作
し
、
そ
の
収
穫
の
利
を
以
て
歳
費
の
不
足
を
補
充

し
て
い
る
心

川
問
、
然
る
に
近
年
、
路
の
監
司
が
一
率
に
条
文
を
以
て
州
政
を
し
ば
り
、
た
め
に
非
常
に
煩
密
と
な
っ
て
い
る
、

刷
、
そ
の
た
め
折
氏
は
非
常
に
不
安
と
な
り
、
知
州
事
の
職
を
解
去
さ
れ
ん
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

即
ち
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
折
氏
と
蕃
族
と
の
関
係
が
窺
知
で
き
る

Q

こ
こ
に
言
う
蕃
族
は
、
宮
の
戸
籍
に
登
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な

く
、
折
氏
と
の
族
的
繋
が
り
で
そ
の
配
下
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
蕃
漢
雑
居
の
辺
境
地
帯
で
は
、
地
域
の
実
態
を

十
分
掌
援
す
る
こ
と
な
く
し
て
統
治
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
統
資
治
通
鑑
長
編
巻
六
一
・
景
徳
二
年
八
月
庚
子
の
条
に

詔
。
府
州
蕃
漠
雑
処
。
号
為
難
治
。
宜
令
審
官
院
鐙
司
。
択
其
通
判
・
録
事
参
軍
。

沿
辺
の
州
県
は
統
治
困
難
な

蕃
族
を
掌
握
し
、
そ
の
管
域
の
保
全
を
計
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
お
い
て
内
地
の
州
県
と
は
大
き
く
異
っ
て
い
た
。
府
州
折
氏
が
官
吏
と
し
て

と
あ
り
、
府
州
の
政
治
的
特
殊
性
を
考
慮
し
て
通
判
・
録
事
参
軍
を
差
遣
す
べ
し
と
の
詔
が
発
せ
ら
れ
て
い
る

v



代
々
州
長
を
世
襲
す
る
意
義
は
此
の
点
に
あ
っ
た
ω

従
っ
て
折
氏
の
政
治
的
任
務
の
第
一
は
蕃
族
統
治
で
あ
っ
た
υ

折
氏
は
そ
の
管
域
の
蕃
族

を
統
治
す
る
た
め
、
彼
等
に
俸
銭
を
与
え
て
相
労
し
て
い
る
ο

こ
の
場
合
、
そ
の
経
費
を
歳
費
よ
り
捻
出
・
充
足
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

別
途
に
収
入
源
を
求
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
折
氏
は
蕃
部
地
域
に
お
い
て
借
牛
し
て
閑
田
を
耕
作
し
、
そ
の
収
益
を
以
て
必
要
経
費
を

補
填
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
折
氏
自
身
に
よ
っ
て
捻
出
さ
れ
た
経
費
で
以
て
蕃
部
を
招
安
す
る
方
策
は
、
中
央
政
治
権
力
の
介
入
が
ほ

と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
五
代
に
お
い
て
も
十
分
考
躍
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
る
に
北
宋
の
中
央
集
権
の
確
立
に
よ
っ
て
、
路
分
監

司
は
折
氏
の
蕃
族
統
治
法
が
法
文
に
拠
ら
ぬ
も
の
と
し
て
圧
力
を
加
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
折
氏
が
世
襲
の
知
州
事
の
解
職
を
希
望
す
る
動
機

屡
々
現
状
無
視
の
行
政
を
執
っ
た
。
続
資
治
通
鑑
長
編
巻
二

O

は
こ
の
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
央
よ
り
直
接
差
遣
せ
ら
れ
た
官
吏
は
、

－
天
聖
九
年
五
月
己
未
の
条
に

知
府
州
折
惟
忠
言
υ

本
州
俗
雑
蕃
漢
。
旧
以
牙
校
掌
刑
獄
。
近
詔
ω

以
本
州
司
法
王
定
為
司
理
参
軍
。
不
能
語
暁
蕃
情
。
請
且
如
旧
制
。

従
之
。

と
あ
り
、
旧
来
折
氏
幕
下
の
牙
校
を
以
て
刑
獄
を
掌
ど
ら
せ
て
い
た
が
、
近
年
内
地
諸
州
の
例
に
倣
っ
て
司
理
参
寧
に
刑
獄
を
司
ど
ら
せ
た
と

こ
ろ
、
蕃
情
に
通
じ
て
い
な
い
た
め
円
滑
に
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
州
長
幕
下
の
牙
校
は
刑
獄
を
は
じ
め
州
政
全
般
に
州
畏
の
手
足
と
な

り
、
蕃
族
と
の
馬
貿
易
に
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
（
後
述
）
。
折
氏
は
そ
の
一
族
三
百
余
口
と
称
さ
れ
る
大
族
で
あ
り
、
族
人
が
知
州

事
を
補
佐
し
て
い
た
ο

折
従
院
が
静
難
軍
節
度
使
と
し
て
府
州
に
鎮
し
た
と
き
、
そ
の
子
徳
震
は
馬
歩
軍
都
恥
仰
を
勤
め
て
い
る
。
徳
一
辰
が
知
州

の
と
き
、
そ
の
子
御
勲
は
右
職
に
あ
り
、
御
卿
は
馬
軍
と
歩
軍
を
総
括
す
る
府
州
馬
歩
軍
都
指
揮
使
を
務
め
、
弟
徳
屡
は
州
事
を
権
知
し
た
こ

《担
ν

と
が
あ
っ
た
。
折
惟
昌
の
下
で
は
従
叔
の
同
巡
検
使
海
超
や
弟
の
供
奉
官
惟
信
が
活
躍
し
て
い
お
。
即
ち
、
折
氏
は
そ
の
族
人
の
団
結
に
よ
っ

て
行
政
・
財
政
・
軍
事
・
警
察
・
裁
判
等
の
誇
権
を
分
掌
し
、
管
内
の
蕃
漢
人
統
治
を
円
滑
に
遂
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
官
吏
の
中

央
差
遺
が
進
む
に
つ
れ
て
蕃
情
無
視
の
行
政
が
盛
行
し
、
そ
の
こ
と
が
蕃
族
の
騒
擾
・
離
散
と
い
う
結
果
を
ま
ね
い
た
。
続
資
治
通
鑑
長
編

巻
五
一
・
威
平
五
年
三

O
O二
）
三
月
美
亥
の
条
に
み
え
る
張
斉
賢
の
上
書
に

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
五
五



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
五
六

兼
問
。
近
年
麟
・
府
縁
辺
失
於
撫
御
。
大
族
蕃
部
多
巳
帰
投
継
遷
。
知
比
則
二
三
年
間
麟
・
府
州
界
蕃
漢
人
戸
漸
更
衰
耗
。
只
如
朝
廷
毎

年
買
馬
不
補
死
数
。
西
北
未
平
。
戦
馬
為
急
。

と
為
り
、
辺
境
官
吏
が
蕃
部
撫
御
を
誤
っ
た
た
め
、
蕃
部
の
離
散
を
招
き
、
以
て
人
戸
の
衰
耗
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

【時】

夏
未
だ
鎮
定
せ
ず
、
戦
馬
は
そ
の
必
要
急
で
あ
る
。
も
し
戦
馬
数
を
補
え
な
か
っ
た
ら
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
麟
・
府
両
州
の
蕃
人
を

引
き
つ
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
蕃
部
が
馬
の
一
大
供
給
者
で
あ
る
こ
と
に
立
脚
し
た
上
言
で
あ
る
。
ま
た
続
資
治
通
鑑
長
編

巻
一
五
二
・
慶
暦
四
年
（
一

O
四
四
）
冬
十
月
壬
子
の
条
に
市
仲
掩
が
麟
府
路
兵
馬
都
監
張
毘
の
唐
寵
鎮
嘉
針
克
順
等
七
族
に
つ
い
て
の
報
告

こ
の
背
景
は
西

書
を
と
り
あ
げ

旧
属
府
州
。
比
因
辺
臣
不
能
存
値
。
逃
入
西
界
。
在
今
府
州
東
北
。
縁
黄
河
西
住
坐
。
其
地
面
与
火
山
軍
界
対
岸
。

と
あ
り
、
辺
臣
が
蕃
族
を
存
睡
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
府
州
折
氏
に
統
属
し
て
い
た
嘉
針
克
順
等
七
族
の
蕃
人
が
西
界
へ
逃
入
し
て
い
る

こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
蕃
人
が
宋
か
ら
離
脱
す
る
要
因
は
官
吏
の
蕃
情
無
視
に
の
み
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
激
化
す
る
軍
事
に
酷
使
せ
ら
れ
る

こ
と
、
或
は
樽
擢
等
に
よ
る
苛
数
藤
求
な
ど
が
与
っ
て
大
で
あ
っ
た
。
続
資
治
通
鑑
長
編
巻
五
二
・
威
平
五
年
九
月
戊
申
の
条
に

詔
。
麟
・
府
州
熟
戸
蕃
族
随
官
軍
討
賊
者
。
特
給
調
糧
。

と
あ
り
、
熟
戸
蕃
族
が
北
宋
官
兵
の
補
助
と
し
て
従
軍
さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
特
給
調
糧
」
と
い
う
こ
と
よ
り
考
え
る
と
、
出
征
時
の
担
糧

支
給
は
一
般
的
で
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
然
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
官
兵
の
補
助
と
し
て
蕃
人
を
従
軍
せ
し
め
る
こ
と
は
、
蕃
人
に
対

次
に
博
嬬
配
率
の
苦
し
み
に
よ
る
離
散
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
続
資
治
通
鑑
長
編
巻
ゴ
ヲ
了
宝

す
る
負
担
加
重
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

元
二
年
三
月
甲
辰
の
条
に

西
上
関
門
使
・
唐
州
刺
史
・
井
代
路
鈴
轄
王
仲
宝
言
。
比
年
内
属
蕃
部
数
逃
徒
外
界
。
蓋
慢
縁
辺
博
羅
配
率
之
苦
。
請
一
切
蝿
除
。
緩
急

有
響
。
則
可
使
拝
禦
辺
陣
。
の
乞
。
詔
府
州
折
継
宣
。
常
加
存
撫
。
従
之
。

と
あ
り
、
内
属
せ
る
蕃
部
が
縁
辺
で
の
博
擢
配
率
の
苦
し
み
を
憧
れ
て
離
逃
し
て
い
る
の
で
、

一
切
の
博
縄
配
率
を
燭
除
し
て
、
援
急
の
と
き



彼
ら
蕃
部
の
戦
斗
力
を
用
い
て
辺
界
の
抑
え
と
し
よ
う
と
し
、
招
撫
の
任
に
府
州
折
氏
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
以
上
に
み
ら
れ
る
蕃
族
の
中
国

か
ら
の
離
散
は
、
辺
境
防
禦
体
制
の
弱
体
化
に
直
結
し
て
い
た
。
さ
き
に
あ
げ
た
続
資
治
通
鑑
長
編
巻
一
五
二
・
慶
暦
四
年
冬
十
月
壬
子
の
同

条
に
よ
る
と
、
結
仲
掩
が
麟
・
府
両
州
の
辺
防
に
言
及
し
て

麟
・
府
ニ
州
。
山
川
回
環
。
五
六
百
皇
皆
蕃
漢
人
c

旧
耕
転
之
地
。
自
為
西
賊
所
掠
。
今
尚
有
三
千
余
戸
散
処
黄
河
東
涯
。
自
来
所
修
塗

薬
只
是
通
得
麟
・
府
道
路
。
其
四
面
別
無
城
案
防
守
。
使
辺
戸
至
今
不
敢
復
業
。
地
土
既
荒
。
故
糧
草
湧
貴
。
官
中
大
費
銭
白
m。
緯
貿
河

東
百
姓
c

人
苦
銭
運
之
役
。
今
重
屯
不
解
久
。
則
自
難
供
億
。
此
実
西
賊
困
中
原
之
策
。
請
如
霊
武
必
須
棄
之
。
今
二
州
之
人
。
皆
願
修

起
城
案
。
若
只
以
河
西
兵
馬
糧
草
般
移
。
応
用
自
可
弁
事
。
況
折
氏
強
盛
之
時
。
府
州
只
屯
漢
兵
二
千
。
今
錐
残
破
。
兵
馬
常
及
万
余
。

唱
シ
ユ
キ
テ

如
向
去
招
輯
蕃
漢
人
戸
υ

従
而
安
居
。
強
人
壮
馬
又
可
得
数
千
。
制
減
屯
漢
兵
c

弦
誠
守
禦
之
長
計
也
c

と
あ
る
。
頗
る
長
文
で
あ
る
が
、
そ
の
大
意
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
折
氏
が
強
盛
で
あ
っ
た
時
期
に
は
、
府
州
に
駐
屯
せ
し
め
た
官
兵
は
二
千

人
で
十
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
折
氏
の
勢
力
が
後
退
し
た
慶
暦
（
一

O
四一

J
一
O
四
八
）
の
頃
に
は
、
残
破
の
後
と
は
い
え
万
余
の
軍
が
常

駐
し
て
い
る
。
若
し
黄
河
の
束
、
涯
に
散
居
し
て
い
る
三
千
余
戸
の
蕃
漢
人
を
招
輯
で
き
る
な
ら
ば
、
強
人
壮
馬
数
千
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
漢

兵
を
減
屯
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
折
氏
の
下
に
は
嘉
針
克
順
等
七
族
等
の
内
属
蕃
部
が
多
数
お
り
、
北
宋
初
期
に
お

け
る
折
氏
は
か
か
る
蕃
部
を
率
い
て
官
軍
の
補
助
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
後
年
に
比
較
す
れ
ば
、
五
分
の
一
程
度
の
官
兵
で
府
州
一

こ
の
よ
う
な
折
氏
の
軍
事
力
は
蕃
情
に
通
暁
し
、
蕃
部
と
の
結
合
が
密
で
あ
っ
た
折
氏
の
辺
境

帯
の
辺
境
防
衛
は
十
分
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

行
政
に
内
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
如
く
、
蕃
部
の
実
態
に
立
脚
し
て
辺
場
行
政
を
遂
行
し
て
い
た
折
氏
の
下
で
は
、
蕃
漢
戸
の
逃
散
も
少
な
く
、
治
安
維
持
も
円
滑
で

あ
り
、
戦
時
に
は
精
惇
な
蕃
兵
を
率
い
て
官
兵
の
補
助
的
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
路
分
監
司
の
権
能
が
強
化
さ
れ
、
中
央
差

遣
の
官
吏
が
増
加
す
る
と
、
折
氏
の
勢
力
も
分
散
さ
れ
た
。
か
く
し
て
蕃
情
を
掛
酌
し
た
辺
境
行
政
が
行
な
わ
れ
ず
、
蕃
漢
人
戸
の
逃
散
が
多

く
な
り
、
以
て
防
衛
力
の
弱
体
化
を
も
た
ら
し
、
辺
境
経
営
に
行
詰
り
を
生
じ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
五
七



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
五
八

五
、
折
氏
と

馬

貿

易

こ
こ
で
は
蕃
族
と
中
固
と
の
聞
で
不
可
欠
の
馬
貿
易
に
お
け
る
折
氏
の
役
割
を
考
察
す
る
。

北
方
遊
牧
民
の
南
進
に
苦
慮
し
て
い
た
中
国
に
と
っ
て
、
北
方
民
族
の
精
鋭
騎
馬
兵
団
に
対
抗
し
て
平
原
戦
で
勝
利
を
得
る
に
は
、
優
秀
な

騎
馬
兵
聞
を
編
成
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
大
量
の
良
質
戦
馬
が
要
求
さ
れ
た
。
こ
の
戦
馬
確
保
の
方
策
と
し
て
は
、
国
家
自
ら
牧

馬
を
行
な
う
か
、
或
は
民
間
馬
を
括
集
す
る
か
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
馬
匹
の
補
給
源
と
す
る
場
合
と
、
塞
外
民
か
ら
の
寅
馬
に
拠
っ
て
充
足

す
る
場
合
と
が
あ
っ
た
。
戦
馬
の
激
し
い
消
耗
を
補
充
す
る
最
も
確
実
且
つ
恒
常
的
方
策
は
牧
馬
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
成
績
振
わ
ず
、
か
く
し

て
外
交
上
及
び
財
政
上
の
難
点
が
あ
っ
た
に
拘
わ
ら
ず
、
塞
外
毘
に
馬
匹
の
供
給
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
じ
塞
外
民
が
中
国
へ
馬
匹
を
供

給
す
る
こ
と
は
、
中
国
史
を
貫
く
古
今
不
変
の
現
象
で
あ
り
、

馬
は
商
品
と
し
て
蕃
漢
両
民
族
を
結
び
つ
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
両
者
の
攻
防

の
戦
力
要
素
と
な
っ
た
。
特
に
牧
馬
不
振
の
中
国
に
と
っ
て
塞
外
馬
の
入
手
は
軍
事
上
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
塞
外
民
に
と
っ
て
は
、
中

国
の
文
化
品
や
穀
純
輸
入
の
対
価
と
し
て
馬
が
最
も
有
力
な
輸
出
品
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
塞
外
民
は
、
主
と
し
て
馬
を
以
て
中
国
と
の
朝
貢

や
互
市
を
行
な
っ
た
。
特
に
中
国
と
の
境
界
に
位
置
し
、
そ
の
生
活
様
式
が
漢
人
化
し
て
い
た
熟
戸
を
包
括
す
る
部
族
集
団
の
中
国
に
対
す
る

指
向
性
は
大
き
か
っ
た
。
本
稿
に
取
挙
げ
て
い
る
府
州
折
氏
は
こ
の
よ
う
な
塞
外
民
の
出
身
で
あ
り
、
従
っ
て
折
氏
を
考
察
す
る
場
合
、
府
州

一
帯
の
塞
外
民
と
中
国
と
の
馬
貿
易
を
捨
象
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
五
代
に
お
け
る
馬
貿
易
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
秀
れ
た
研
究
が

あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
成
果
に
拠
り
つ
つ
概
観
し
て
お
く
G

五
代
に
お
け
る
馬
匹
供
給
源
の
中
心
は
、
吐
海
・
党
項
・
回
紘
（
ク
イ
グ
ル
）
等
で
あ
り
、
そ
れ
は
貢
献
と
宮
市
馬
（
在
京
市
馬
と
辺
境
市

馬
と
あ
る
）
、
そ
し
て
藩
鎮
等
の
有
力
者
が
私
財
を
投
じ
て
買
馬
す
る
私
市
馬
と
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
貢
馬
・
市
馬
の
盛
行
は
、
そ
の
馬
価
支

払
い
に
よ
っ
て
、
国
家
財
政
の
支
出
甚
し
い
結
果
を
生
じ
た
。
こ
の
財
政
支
出
の
増
大
に
よ
り
、
後
唐
の
長
興
四
年
（
九
三
三
）
十
月
、
花
延

光
の
策
が
用
い
ら
れ
て
、
辺
境
で
優
良
馬
の
み
を
択
び
、
券
を
給
与
し
て
入
京
せ
し
め
る
券
馬
法
が
施
行
さ
れ
た
。
党
項
・
吐
揮
と
中
国
と
の



市
馬
が
盛
行
し
た
要
因
と
し
て
、

ω、
彼
等
の
住
地
が
馬
の
痔
死
を
招
く
程
の
遠
距
離
輸
送
を
必
要
と
し
な
い
地
の
利
を
得
て
い
た
こ
と
。
側
、

彼
等
が
部
族
的
統
制
下
に
あ
り
、
国
家
的
統
一
に
ま
で
進
展
し
て
い
な
い
の
で
各
々
目
前
の
厚
利
を
求
め
て
羊
馬
の
輸
出
を
行
な
い
得
た
こ

と
c

刷
、
常
に
中
国
の
政
治
的
圧
力
を
感
じ
、
北
方
か
ら
は
契
内
に
圧
迫
せ
ら
れ
、

っ
た
こ
と
じ

ω、
最
も
多
く
中
国
文
化
の
影
響
を
受
け
、

仰
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
c

自
存
上
一
層
中
国
へ
の
善
隣
方
針
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か

日
常
生
活
に
も
中
国
的
要
素
が
浸
潤
し
、
且
つ
生
活
の
資
料
は
中
国
に
そ
の
供
給
を

さ
て
、
府
州
一
帯
は
農
業
生
産
が
可
能
な
地
域
で
あ
っ
た
c

既
に
唐
代
に
お
い
て
和
離
が
実
施
さ
れ
て
い
る
乙

用
・
要
条
断
辺
上
事
宜
状
の
条
に

李
文
倭
文
集
巻
一
四
・
論
兵

訪
問
c

麟
・
勝
両
州
中
間
地
名
富
谷
。
人
至
殿
繁
。
蓋
蔵
甚
実
。
望
令
度
支
棟
幹
事
有
才
人
。
充
和
雑
使
。

乃
秋
収
就
此
和
綿
c

於
所
在

貯
蓄
。

と
あ
り
、
府
州
の
前
身
富
谷
の
地
は
、
政
府
が
民
聞
の
穀
物
を
買
上
げ
る
和
親
の
対
象
と
な
る
程
の
農
業
生
産
が
あ
る
可
耕
地
で
あ
っ
た
。
こ

の
農
業
生
産
に
は
段
繁
な
戸
口
が
必
要
で
あ
っ
た
c

し
か
し
前
述
の
如
く
、
北
宋
初
の
戸
口
統
計
で
は
主
・
客
の
漢
戸
五
百
七
十
が
宮
籍
に
載

せ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
唐
末
・
五
代
に
お
け
る
戸
口
統
計
は
見
出
し
得
な
い
が
、
北
宋
初
の
五
百
余
を
大
き
く
出
な
い
少
数
で
は
な
か

っ
た
か
と
推
察
さ
れ
る
乙
然
り
と
す
れ
ば
、
籍
外
の
戸
口
を
多
数
想
定
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
殿
繁
と
言
わ
れ
る
戸
口
に
支
え
ら
れ
た
富
谷
で

の
農
業
を
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
こ
の
籍
外
戸
口
に
は
漢
人
の
逃
戸
が
考
え
ら
拘
る
、
し
か
し
こ
の
地
域
が
蕃
・
漢
雑
居
の
地
で
あ

る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
な
ら
ば
、
多
数
の
審
族
帰
農
者
の
存
在
を
見
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
如
く
、
宋
代
の
府
州
一
帯
の

内
属
蕃
部
が
博
親
配
率
の
苦
し
み
に
よ
っ
て
離
散
し
た
こ
と
や
、
続
資
治
通
鑑
長
編
巻
一
五
二
・
慶
暦
四
年
冬
十
月
壬
子
の
条
の
紅
仲
流
の
言
に

麟
・
府
二
州
じ
山
川
回
環
。
五
六
百
里
皆
蕃
漢
人
。
旧
耕
転
之
地
。
（
中
時
）
。
使
辺
戸
至
今
不
敢
復
業
。
地
土
既
荒
。
故
糧
草
湧
貴
。

と
あ
る
こ
と
、
或
は
知
府
州
折
氏
が
蕃
部
に
お
い
て
借
牛
に
よ
っ
て
閑
田
を
耕
蒔
し
て
収
穫
の
利
を
挙
げ
た
こ
と
等
は
、
蕃
部
の
帰
農
化
を
考

え
る
こ
と
な
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
五
九



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
ハ
畑
地
）
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以
上
の
如
く
、
府
州
一
帯
は
確
か
に
可
耕
地
で
あ
り
、
農
業
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
子
河
授
産
の
最
良
馬
が
府
州
産
と
称
さ
れ
る
ほ

ど
、
こ
の
地
帯
の
畜
産
業
も
亦
活
発
で
あ
っ
た
。
昭
和
十
八
年
刊
行
の
新
修
支
那
省
別
全
誌
第
六
・
陳
西
省
の
条
に
よ
る
と
、
「
映
北
は
黄
土
で

高
原
を
な
す
と
こ
ろ
多
く
、
気
温
寒
冷
に
し
て
雨
量
乏
し
く
、
農
耕
に
適
す
る
地
域
は
狭
小
に
し
て
僅
か
に
河
流
沿
岸
地
域
に
小
麦
・
蕎
麦
・

雑
穀
等
を
栽
培
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
あ
り
、
ま
た
同
書
に
「
府
谷
は
山
西
省
と
の
省
界
交
易
地
に
し
て
、
ま
た
牧
畜
業
盛
ん
に
行
な
わ
れ
、

山
西
省
よ
り
は
雑
貨
・
雑
穀
・
綿
布
等
を
移
入
し
、
羊
毛
・
羊
皮
・
麻
・
阿
片
等
を
移
出
し
て
い
お
じ
と
あ
る
如
く
、
現
在
よ
り
約
三
十
年
以

前
に
お
い
て
も
、
沿
河
一
帯
に
可
耕
地
は
在
っ
た
が
、
主
産
業
は
牧
畜
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
現
代
に
お
け
る
府
谷
の
産
業
は
、
唐
・

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
実
態
と
大
差
な
き
も
の
で
あ
っ
た
。
唐
代
の
府
谷
の
地
は
農
業
の
面
で
開
発
途
上
に
あ
り
、
こ
の
地
に
多
数
散
居
す
る

蕃
人
の
生
業
は
牧
畜
業
で
あ
っ
た
。
牧
畜
業
に
よ
る
生
産
品
は
蕃
人
相
互
間
で
は
商
品
価
値
が
な
く
、
従
っ
て
交
易
の
対
象
と
は
な
り
得
な
か

っ
た
。
一
方
、
彼
ら
が
渇
望
す
る
絹
・
茶
等
を
入
手
す
る
に
は
、
中
固
と
の
交
易
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
続
資
治
通
鑑
長
編
巻
三
六
五

・
天
祐
元
年
二
月
壬
成
の
条
に
、
司
馬
光
が
西
夏
に
対
し
て
攻
取
し
た
領
土
の
返
還
と
私
市
禁
止
の
二
策
を
論
じ
て

西
夏
所
居
民
党
旧
壊
。
所
産
者
不
過
羊
馬
艶
穫
。
其
国
中
用
之
不
尽
。
其
勢
必
推
其
余
与
他
国
貿
易
。
其
三
面
皆
敵
人
。
響
之
不
佳
口
。
惟

中
国
者
羊
馬
麗
強
之
所
輪
。
而
茶
線
百
貨
之
所
自
来
也
。
故
其
人
如
嬰
児
。
而
中
国
乳
晴
之
。

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
西
夏
の
み
な
ら
ず
契
内
内
の
小
蕃
や
府
州
周
辺
の
蕃
族
に
と
っ
て
も
同
じ
状
況
で
あ
り
、
彼
ら
の
最
も
有
刺
な
輸
出
生

産
品
で
あ
る
馬
を
以
て
中
国
の
文
化
品
で
あ
る
百
貨
（
特
に
絹
・
茶
が
中
心
）
と
交
易
す
る
こ
と
は
切
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
蕃
人
は
官
貿
易

に
積
極
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
私
貿
易
に
も
意
欲
的
で
あ
っ
た
。
続
資
治
通
鑑
長
編
巻
七
二
・
大
中
祥
符
二
年
十
一
月
乙
卯
の
条
に

河
東
縁
辺
安
撫
司
言
。
麟
・
府
州
民
多
賀
軽
貨
。
於
夏
州
界
壇
立
椎
場
貿
易
。
望
許
人
捕
捉
。
立
賞
罰
以
懲
勧
之
。

と
あ
り
、
ま
た
同
書
巻
一
九
一
・
嘉
祐
五
年
二
月
美
酉
の
条
に

詔
映
西
経
略
安
撫
使
。
如
開
。
西
人
多
駆
牛
馬
。
於
沿
辺
博
耀
民
穀
。
其
令
所
在
禁
絶
之
。

と
あ
る
如
く
、
私
貿
易
禁
絶
の
議
論
や
詔
勅
が
屡
々
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
私
貿
易
が
活
発
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の



こ
と
は
、
清
朝
の
人
載
錫
章
も
そ
の
撰
書
の
西
夏
紀
巻
一
－

7
宋
嘉
祐
二
年
冬
十
一
月
・
「
宋
禁
絶
河
東
私
市
」
の
条
に
お
い
て

宋
自
法
禁
日
弛
。
夏
人
与
辺
民
縞
相
貿
易
。
日
夕
公
行
。
故
鑑
無
歳
遺
之
物
・
互
市
之
利
。
猶
可
枝
椿
。

と
論
じ
た
知
く
、
西
夏
王
李
諒
昨
（
毅
宗
）
の
叔
父
批
躍
が
国
政
を
執
っ
て
い
た
と
き
、
北
宋
と
西
夏
と
の
官
貿
易
は
禁
止
さ
れ
、
従
っ
て
歳

遣
の
物
や
互
市
の
利
益
は
な
か
っ
た
が
、
禁
法
弛
緩
す
る
に
つ
れ
て
私
貿
易
が
日
夕
公
行
し
、
西
夏
の
蕃
人
は
大
き
な
利
益
を
得
る
こ
と
が
で

き
、
物
資
欠
之
に
苦
し
む
こ
と
も
な
か
っ
た
程
で
あ
っ
た
。
前
述
の
如
く
府
州
折
氏
の
下
に
は
、
官
に
掌
援
さ
れ
て
い
な
い
籍
外
蕃
人
が
嬉
し

く
存
在
し
て
い
た
。
彼
ら
蕃
人
は
、
北
宋
の
領
域
に
居
住
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
契
内
・
西
夏
の
辺
界
へ
も
出
入
し
、
そ
の
居
住
蕃
人
と
の

交
流
も
活
発
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
こ
の
よ
う
な
蕃
人
を
介
し
て
、

契
内
・
西
夏
の
蕃
人
と
交
易
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

宋
会
要
輯
稿

第
一
三
九
・
食
貨
三
七
・
市
易
の
条
に

真
宗
威
平
元
年
十
二
月
。
詔
府
州
。
令
直
蕩
族
大
首
領
鬼
脱
尾
於
金
家
盤
置
津
波
。
通
蕃
族
互
市
。

と
あ
り
、
朝
廷
は
府
州
に
詔
し
て
直
蕩
族
大
首
領
鬼
畷
尾
の
勢
力
を
用
い
て
蕃
族
と
の
互
市
を
通
ぜ
し
め
て
い
る
。
直
蕩
族
は
端
扶
元
年
（
九

八
八
）
三
月
に
北
宋
へ
内
附
し
、
大
首
領
の
下
に
首
領
十
名
を
擁
す
る
大
勢
力
で
あ
っ
た
。
五
代
の
馬
輸
入
の
中
心
は
吐
海
・
党
項
・
吐
蕃
・

回
紘
等
で
為
り
、
沿
辺
の
州
長
は
そ
の
腹
心
の
牙
校
を
蕃
部
へ
遣
わ
し
、
蕃
人
の
馬
を
招
勾
せ
し
め
て
い
た
。
河
東
節
度
使
幕
下
の
牙
将
折
従

院
が
回
紘
（
ワ
イ
グ
ル
）
を
招
撫
し
て
中
国
へ
帰
せ
し
め
た
こ
と
は
前
述
し
た
所
で
あ
る
。
五
代
に
お
け
る
回
紘
の
住
地
は
党
項
・
吐
蕃
の
居

住
地
の
西
方
に
あ
っ
た
。
特
に
甘
州
・
沙
州
等
に
居
住
す
る
回
紘
が
霊
州
を
経
て
盛
ん
に
中
国
へ
馬
を
入
賞
し
て
い
た
。
彼
ら
の
入
貢
は
一
回

《個
V

平
均
二
百
匹
程
度
の
相
当
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
入
貢
の
途
次
屡
々
河
西
一
帯
の
党
項
・
吐
蕃
等
の
剰
掠
に
苦
し
ん
で
い
た
。
こ
の
よ

う
な
背
景
に
立
っ
て
河
東
牙
将
折
従
院
が
回
紘
を
招
撫
し
た
こ
と
を
再
考
す
る
な
ら
ば
、
戦
馬
供
給
源
を
需
め
て
い
た
河
東
政
権
1
後
唐
朝
が

折
氏
を
そ
の
支
配
体
制
に
組
入
れ
、
牙
校
に
任
じ
て
空
名
の
勅
書
を
与
え
、
以
て
党
項
・
回
紘
等
と
の
交
易
を
通
ぜ
し
め
ん
と
の
意
図
を
含
ん

だ
も
の
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
折
従
院
が
回
紘
招
撫
に
成
功
す
る
や
、
後
唐
朝
は
折
氏
を
し
て
沿
辺
州
長
と
同
様
に
蕃

部
と
の
交
易
に
当
ら
せ
ん
が
た
め
、
府
谷
県
を
以
て
府
州
を
創
置
し
、
折
従
院
を
刺
史
に
任
じ
、
空
名
の
勅
蓄
を
預
託
し
て
交
易
権
を
確
立
さ

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一六



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
ハ
畑
地
）

一六

以
上
の
如
く
考
え
る
な
ら
ば
、
府
州
折
氏
の
勢
力
強
大
化
は
、
夏
州
李
氏
が
オ
ル
ド
ス
東
部
へ
進
出
し
、
更
に

河
東
を
窺
う
障
壁
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
中
国
文
化
品
を
渇
望
す
る
蕃
部
と
中
固
と
の
交
易
の
仲
介
者
と
し
て
そ
の
利
益
を
独
占
し
、
以
て
蕃

部
の
吸
合
統
一
を
計
ら
ん
と
す
る
夏
州
李
氏
の
意
図
が
脅
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
折
氏
の
節
度
使
昇
格
に
当
り
、
自
ら
の
首
を

錨
る
が
如
き
反
抗
に
出
た
夏
州
李
氏
の
動
向
も
白
か
ら
氷
解
す
る
所
と
な
る
。

せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

府
州
の
地
は
五
代
以
来
馬
貿
易
の
中
心
地
と
し
て
北
宋
に
至
っ
て
い
る
。
北
宋
は
建
国
後
沿
辺
に
権
場
を
設
け
て
買
馬
貿
易
に
カ
を
傾
け

た
。
契
舟
・
西
夏
が
未
だ
塞
外
に
舗
を
称
え
な
い
聞
は
中
国
の
市
橋
貿
易
も
容
易
で
あ
っ
た
。
し
か
し
契
再
の
国
勢
益
々
張
り
、
内
外
の
諸
部

族
を
統
束
し
て
遼
東
を
抑
え
る
に
至
る
と
、
こ
こ
に
国
境
封
禁
は
契
内
の
意
向
に
左
右
さ
れ
た
。
ま
た
西
夏
も
中
国
の
買
馬
貿
易
を
左
右
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
北
宋
が
塞
外
馬
を
輸
入
す
る
こ
と
は
、
契
内
・
西
夏
の
動
向
に
大
き
く
影
響
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
北
宋
の
買
馬
法

に
は
、
馬
を
朝
貢
せ
し
め
て
返
礼
を
賜
与
す
る
招
馬
の
法
と
、
純
然
た
る
商
業
取
引
に
よ
る
市
馬
の
法
と
が
あ
っ
た
。
招
馬
に
つ
い
て
は
、
宋

会
要
輯
稿
第
一
八
四
・
兵
二
四
・
馬
政
雑
録
の
条
に

又
有
招
馬
之
処
。
秦
・
洞
・
階
・
文
州
則
有
吐
蕃
・
回
紘
。
麟
・
府
州
則
有
党
項
。
豊
州
則
有
蔵
才
族
。
環
州
則
有
白
馬
・
鼻
家
・
保
家

・
名
市
族
。
浬
・
儀
・
延
・
郎
州
・
火
山
・
保
徳
・
保
安
寧
・
唐
龍
鎮
・
制
勝
関
則
有
蕃
部
。
毎
歳
皆
給
以
空
名
勅
書
。
委
沿
辺
長
吏
。

差
牙
校
入
蕃
招
買
。
給
路
券
。
送
至
京
師
。
至
則
佑
馬
司
定
其
価
。

と
あ
る
。
即
ち
招
馬
の
州
軍
と
し
て
、
吐
蕃
・
回
紘
の
馬
は
秦
・
消
・
階
・
文
四
州
、
党
項
馬
は
麟
・
府
二
州
、
蔵
才
族
の
も
の
は
豊
州
、
白

馬
・
鼻
家
・
保
家
・
名
市
等
の
族
の
馬
は
環
州
、
そ
の
他
の
蕃
族
は
四
州
三
軍
－
鎮
一
闘
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
招
馬
の
方
法
に
つ
い
て

は
、
毎
歳
、
宛
名
を
空
白
に
し
て
い
る
勅
蓄
を
預
託
さ
れ
た
沿
辺
の
州
長
が
、
必
要
に
応
じ
て
こ
の
空
名
の
勅
書
を
牙
校
に
与
え
て
入
蕃
せ
し

め
、
馬
を
持
つ
蕃
人
を
招
か
し
め
て
い
た
。
蕃
人
が
馬
を
率
い
て
来
る
と
、
沿
辺
の
州
長
は
路
券
を
給
し
て
京
師
へ
送
り
、
京
師
の
佑
馬
司
は

検
馬
し
て
馬
価
を
決
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
市
馬
の
場
合
、
数
十
匹
か
ら
百
匹
ま
で
の
一
群
を
一
券
と
し
て
、
一
一
馬
千
文
と
匁

糧
を
市
馬
務
で
支
給
し
て
京
師
に
送
致
せ
し
め
る
券
馬
法
と
、
辺
州
で
買
馬
す
る
と
、
中
央
か
ら
差
遣
さ
れ
た
官
吏
が
京
師
へ
部
送
す
る
か
、



（霊祭簸震設4・）
路分｜州 軍｜蕃 部 馬｜省 馬 都 計！比率

18,570 I 54 

2,560 

1.~; 2,764 8 
秦鳳

6,000 18 

X 

文 8 

永輿軍｜夏九｜
1 

X I 
府 1,100 460 1,560 4 

火 山 1,510 X X +1,510 4 

麟 420 X x+420 1 
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苛 嵐 X 350 x+350 1 
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景祐三年（1036）買馬額表（二〉

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

或
は
直
接
諸
軍
へ
分
配
し
た
省
馬
と
が
あ
っ
た
。
続
資
治
通
鑑
長
編

（注．比率は数値あるものの都計の百分比である。 xは不立額を表わす。〉

巻一

O
四
・
天
聖
四
年
九
月
戊
申
の
条
に

難
照
・
端
挟
問
。
沿
辺
収
市
。
河
東
則
麟
・
府
・
豊
・
嵐
州
・

火
山
軍
・
唐
龍
鎮
・
濁
輪
案
。
険
西
則
秦
・
滑
・
浬
・
原
・
儀

．
延
・
環
・
慶
・
階
州
・
鎮
戎
・
保
安
軍
・
制
勝
関
・
浩
礎

府
。
河
西
則
霊
・
綬
・
銀
・
夏
州
。
川
峡
則
益
・
文
・
繋
・
雅

・
戎
・
茂
・
愛
州
・
永
康
軍
。
京
東
則
登
州
。
自
越
徳
明
拠
有

河
南
。
其
収
市
唯
麟
・
府
・
浬
・
原
・
儀
・
滑
・
秦
・
階
・
環

州
・
笥
嵐
・
火
山
・
保
安
・
保
徳
軍
。
其
後
止
環
・
慶
・
延
・

滑
・
原
・
秦
・
階
・
文
州
・
鎮
戎
軍
置
場
。
天
聖
中
。
猶
得
蕃

部
省
馬
総
三
万
四
千
九
百
余
匹
。

と
あ
り
、
薙
照
・
端
挟
以
来
天
聖
に
至
る
間
ハ
九
八
四
J
一
O
三
一
）

の
置
場
収
市
の
州
軍
を
あ
げ
、
天
聖
中
の
買
馬
数
を
三
万
四
千
九
百

余
匹
と
し
て
い
る
。

次
に
宋
会
要
輯
稿
第
一
八
四
・
兵
二
四
・
馬
政
雑
録
の
条
に
よ
る

と
、
表
悼
の
如
く
景
祐
三
年
（
一

O
三
六
）
四
月
制
定
の
諸
州
軍
に

お
け
る
買
馬
額
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
統
計
で
み
る
と
、
年
間
買
馬

数
は
三
万
四
千
五
百
一
十
五
匹
の
定
額
の
馬
と
、
状
況
に
応
じ
て
購

入
し
た
不
定
額
の
馬
と
が
あ
っ
た
。
定
額
の
馬
は
年
間
買
馬
が
義
務

一六一



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
ハ
畑
地
）

六
四

づ
け
ら
れ
て
い
る
馬
の
こ
と
で
あ
り
、
三
万
四
千
五
百
一
十
五
匹
は
最
低
額
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
景
祐
三
年
の
定
額
馬
と
不
定
額
馬

の
都
計
数
は
、
天
聖
の
買
馬
数
三
万
四
千
九
百
余
匹
よ
り
多
く
と
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
北
宋
が
毎
歳
蕃
部
よ
り
購
入
す

る
馬
は
大
約
三
万
五
千
前
後
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
府
州
の
買
馬
数
は
千
五
百
六
十
匹
で
あ
り
、
全
体
の
約
四
%
に
し
か
過
ぎ

ず
、
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
北
宋
の
買
馬
は
、
夏
州
李
氏
や
契
向
の
動
静
に
大
き
く
左
右
さ
れ
た
。
太
平
興
国
七
年
（
九
八
二
）
、
北
宋
へ
の
内
徒
を
悦
ば
ず
、

夏
州
の
東
北
地
斥
沢
に
奔
入
し
て
叛
旗
を
翻
え
し
た
李
継
還
は
、
淳
化
元
年
（
九
九
一
）
契
舟
に
通
じ
、
そ
の
公
主
を
妃
に
迎
え
て
夏
国
王
に

封
ぜ
ら
れ
、
成
平
五
年
（
一

O
O二
）
に
は
漢
中
の
沃
地
で
あ
る
霊
州
を
も
奪
取
し
、
夏
・
綬
・
銀
・
宥
・
静
等
五
州
と
併
せ
領
し
た
。
景
徳

元
年
（
一

O
O四
）
継
還
を
嗣
い
だ
徳
明
は
北
宋
へ
奉
表
帰
順
し
た
が
、
天
聖
九
年
三

O
三
一
）
徳
明
姐
し
、
嗣
立
し
た
元
美
は
党
項
を
糾

合
し
て
西
夏
を
建
国
し
た
。
ま
た
契
内
は
聖
宗
代
以
後
そ
の
南
進
政
策
実
現
の
た
め
屡
々
圏
内
の
民
馬
を
強
制
的
に
徴
集
し
、
馬
匹
の
圏
外
輪

《崎】

出
を
禁
じ
て
い
た
。
従
っ
て
北
宋
が
西
戎
・
北
秋
よ
り
多
数
の
軍
馬
を
購
入
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
表
同
は
以
上
の
国
際
関
係
を
反
映

し
、
北
宋
の
市
馬
が
秦
・
階
・
滑
・
文
等
の
鴎
右
・
四
川
方
面
に
中
心
地
を
移
し
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
河
東
路
で
の
市
馬
は
府
州
と
火
山

軍
と
が
最
も
多
額
で
あ
り
、
府
州
は
買
馬
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
府
州
近
辺
は
元
来
良
馬
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
宋
会
要
輯
稿
第
一
八
四

・
兵
二
四
・
馬
政
雑
録
・
大
中
祥
符
六
年
十
一
月
の
条
に
勾
当
豊
州
蕃
漢
公
事
王
文
玉
の
状
を
あ
げ
て

地
接
子
河
夜
。
所
産
鞍
馬
。
格
式
不
大
。
骨
体
甚
良
。
（
中
略
）
。
今
若
令
府
州
操
選
入
券
。
則
又
成
属
州
府
不
問
。
慮
恐
阻
隔
蕃
部
不
来

進
奉
。
欲
乞
差
獣
医
一
人
。
至
当
州
看
験
鞍
馬
。

と
あ
る
。
言
う
所
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
蔵
才
族
が
も
っ
て
く
る
子
河
授
産
の
良
馬
を
府
州
で
入
券
せ
し
め
る
と
、
所
属
す
る
州
府
が
違
う
の

で
貢
馬
し
な
く
な
る
。
だ
か
ら
蔵
才
族
の
馬
は
豊
州
に
お
い
て
市
馬
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
る
。
獣
医
の
差
遣
を
要
請
し
て
い
る
の
は
、

買
馬
の
と
き
品
質
鑑
定
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
蔵
才
族
出
身
の
豊
州
王
氏
は
、
開
宝
三
年
（
九
六
九
〉
に
北
宋
へ
帰
順
す
る
や
盛
ん

に
馬
貿
易
を
行
な
っ
て
い
る
。
宋
会
要
輯
稿
第
一
九
五
・
方
域
一
二
・
豊
州
の
条
に



太
平
興
国
五
年
間
三
月
。
（
王
）
承
美
上
言
。
毎
奉
詔
。
勾
招
市
馬
。
今
年
巴
招
勾
千
七
百
疋
。
赴
闘
。

と
あ
り
、
閏
三
月
ま
で
の
四
ヶ
月
間
で
千
七
百
疋
の
馬
を
招
勾
し
て
い
る
。
短
期
間
で
千
七
百
疋
の
市
馬
が
で
き
た
の
は
丁
度
馬
の
売
買
期
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
中
国
の
市
馬
が
年
聞
を
通
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
年
間
五
千
一
百
余
疋
の
市

｛岨》

AUM

馬
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
豊
州
近
傍
に
は
荘
郎
部
数
万
帳
、
日
利
月
利
等
十
一
族
七
万
余
帳
が
居
住
し
、
蔵

才
族
に
附
し
て
入
貢
し
て
い
た
。
豊
州
王
氏
が
北
宋
に
帰
順
す
る
以
前
の
子
河
授
の
良
馬
は
、
府
州
産
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

府
州
が
一
手
に
集
散
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
慶
暦
元
年
（
一

O
四
一
）
、
豊
州
の
地
が
西
夏
に
陥
入
し
た
の
ち
、
こ
の
方
面
の
馬

は
府
州
を
経
て
北
宋
へ
輸
入
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
宋
会
要
輯
稿
第
一
八
三
・
兵
主
了
買
馬
・
慶
暦
五
年
七
月
二
十
九
日
の
条
に

支
内
府
絹
二
十
万
匹
。
付
井
・
府
州
・
肯
嵐
軍
市
馬
。

と
あ
り
、
同
書
・
至
和
三
年
八
月
二
十
二
日
の
条
に

詔
三
司
。
以
絹
三
万
。
市
馬
子
府
州
。
以
給
河
東
馬
軍
。

と
あ
っ
て
、
政
府
は
府
州
の
地
に
お
い
て
盛
ん
に
市
馬
せ
し
め
て
い
る
。
こ
の
市
馬
に
お
け
る
代
価
支
払
手
段
と
し
て
絹
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
絹
は
遊
牧
民
の
非
生
産
品
で
あ
り
、
し
か
も
彼
等
が
最
も
切
望
し
て
や
ま
な
い
中
国
文
佑
品
で
あ
っ
た
。
一
方
中
国
に
お
い
て
絹
は
大
量

【姐》

に
生
産
さ
れ
、
銅
銭
や
兵
器
の
流
出
を
防
ぐ
た
め
最
適
の
交
易
手
段
と
し
て
盛
用
さ
れ
た
。
旧
唐
書
巻
一
九
八
・
党
項
伝
に
よ
る
と

元
和
十
五
年
十
一
月
。
令
太
子
中
允
李
寮
為
宣
撫
党
項
使
。
以
部
落
繁
富
。
時
遠
近
商
売
費
総
貨
。
入
貿
羊
馬
。

と
あ
り
、
オ
ル
ド
ス
の
地
に
定
着
し
、
そ
の
部
落
漸
く
繁
富
と
な
っ
た
党
項
と
の
交
易
に
繍
貨
を
以
て
商
買
が
往
来
し
て
い
る
。
宋
史
巻
一
九
八

－
兵
三
了
馬
政
の
条
に
よ
る
と

先
是
。
以
銅
銭
給
諸
蕃
馬
直
。
（
太
平
興
国
）
八
年
。
有
司
言
。
戎
人
得
銭
。
錆
鋳
為
器
c

乃
以
布
・
吊
・
茶
及
他
物
易
之
。

と
あ
る
。
即
ち
、
貨
幣
経
済
未
発
達
の
蕃
族
社
会
で
は
、
交
易
の
代
価
と
し
て
銭
を
獲
得
し
て
も
、
器
具
に
改
鋳
す
る
に
す
ぎ
な
い
程
度
で
あ

っ
た
。
他
方
中
国
に
と
っ
て
、
大
量
の
銅
銭
が
境
外
へ
流
出
す
る
こ
と
は
、
圏
内
に
お
け
る
通
貨
の
絶
対
量
の
減
少
を
ま
ね
き
、
銭
重
物
軽
の

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
六
五



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一占ハ六

《冊匂

弊
に
陥
る
要
因
と
な
る
の
で
、
貨
幣
政
策
の
面
か
ら
も
厳
禁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
太
平
興
国
八
年
（
九
八
一
二
）
以
後
、
北

宋
は
布
・
吊
・
茶
及
他
物
を
以
て
蕃
族
と
の
交
易
手
段
と
し
た
。
茶
が
辺
境
貿
易
に
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
北
宋
に
お
け
る
茶
業
の
発
達

と
蕃
族
聞
で
喫
茶
の
風
習
が
普
及
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
辺
境
貿
易
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
絹
織
物
や
茶
等
の
中
国
文
化
品

は
、
蕃
族
が
そ
の
霊
要
に
充
て
る
だ
け
で
は
な
く
、

さ
ら
に
西
方
の
交
易
で
も
使
用
せ
ら
れ
、
「
絹
の
道
」
に
流
出
す
る
仲
介
貿
易
品
と
も
な

っ
た
。次

に
蕃
族
よ
り
北
宋
が
輸
入
し
た
馬
の
代
価
に
つ
い
て
み
る
。

馬
の
利
を
上
言
し

続
資
治
通
鑑
長
編
巻
二
九
・
端
扶
元
年
十
二
月
の
条
に
因
子
博
士
李
覚
が
牧

今
縞
揃
量
。
国
家
所
市
戎
馬
直
之
少
者
匹
不
下
二
十
千
。
往
来
資
給
賜
与
復
在
数
外
。
是
貴
市
於
外
夷
。
而
賎
棄
於
中
国
c

非
理
之
得

也

と
あ
り
、
往
来
の
経
費
を
除
い
て
市
馬
の
代
価
は
毎
匹
二
十
貫
以
上
で
あ
っ
た
。
宋
会
要
輯
稿
第
一
八
三
・
兵
二
二
・
買
馬
・
宝
元
三
年
二
月
十

一
日
の
条
に

輩
牧
司
言
和
買
馬
価
等
第
。
詔
。
第
一
等
五
十
千
。
第
二
等
四
十
千
。
第
三
等
三
十
千
。
第
四
等
二
十
五
千
。

と
あ
り
、
和
買
の
馬
価
を
四
等
に
分
け
て
い
る
。
即
ち
北
宋
に
お
け
る
買
馬
の
最
低
価
格
は
、
二
十
千
か
ら
二
十
五
千
で
あ
っ
た
。
ま
た
田
町
寧

三
年
（
一

O
七
O
）
頃
の
絹
一
疋
は
銭
一
千
文
で
あ
っ
た
。
こ
の
交
換
比
率
を
以
て
、
前
引
の
井
・
府
州
・
苛
嵐
軍
等
に
お
け
る
市
馬
の
資
本

と
し
て
支
給
さ
れ
た
絹
で
購
入
で
き
る
馬
数
を
割
り
出
す
と
、
絹
二
十
万
匹
は
銭
二
十
万
貫
と
な
り
馬
一
万
匹
が
購
入
で
き
る
。
絹
三
万
匹
は

銭
三
万
貫
で
馬
一
千
五
百
匹
が
購
入
せ
ら
れ
た
こ
と
と
な
る
ω

即
ち
至
和
三
年
（
一

O
五
六
）
に
府
州
で
市
馬
せ
ら
れ
た
一
千
五
百
匹
は
、
景

祐
三
年
（
一

O
三
六
）
の
府
州
で
の
買
馬
額
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
こ
の
買
馬
数
の
一
致
は
、
契
舟
が
馬
匹
の
宋
へ
の
流
出
を
禁
止
し
た
に
拘
ら

ず
、
府
州
に
お
い
て
こ
の
程
度
の
馬
数
が
毎
歳
市
馬
で
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
こ
の
馬
数
は
、
府
州
一
帯
の
蕃
漢
人
が
北
宋
政
府
に
買

上
げ
て
も
ら
い
た
い
経
済
的
最
低
保
障
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
辺
民
は
そ
の
経
済
的
利
害
が
損
わ
れ
な
い
限
り
自
ら
安
ん
じ
て
い
た



の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

府
州
に
お
い
て
購
入
し
た
一
千
五
百
匹
の
馬
は
河
東
路
の
馬
軍
へ
供
給
せ
ら
れ
て
い
る
。

河
東
の
禁
軍
数
は
九
万
五
千
余
人
で
あ
っ
た
。

欧
陽
文
忠
公
集
巻
二
五
・
河
東
奉

使

奏

草

上

・

論

宣

毅

万

勝

等

兵

笥

子

の

条

に

よ

る

と

、

続

資

治

通

鑑

長

編

巻

二

ハ

一

・

慶

暦

七

年
（
一

O
四
七
）
十
二
月
庚
午
の
条
の
張
方
平
の
言
に
よ
る
と
、
陳
西
の
禁
軍
四
十
余
万
人
の
う
ち
約
功
の
六
万
が
馬
軍
で
あ
っ
た
。
陳
西
の

比
率
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
河
東
の
馬
軍
は
約
一
万
四
五
千
と
な
る
。
仮
り
に
一
兵
一
馬
と
す
れ
ば
、
府
州
の
年
間
市
馬
数
は
、
河
東
の
馬
軍
の

一
割
を
充
す
に
す
ぎ
ず
、
実
際
は
も
っ
と
低
率
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
向
。
従
っ
て
府
州
で
の
市
馬
は
、
河
東
の
馬
軍
の
確
保
に
主
眼
が
あ
っ
た

と
い
う
よ
り
、
府
州
一
帯
の
蕃
人
の
最
低
利
害
の
保
障
で
あ
っ
た
と
い
う
点
が
強
い
。

さ
て
、
五
代
以
来
、
府
州
で
の
馬
貿
易
に
活
躍
し
た
の
が
折
氏
で
あ
っ
た
。
凍
水
記
聞
巻
九
・
宝
元
二
年
五
月
壬
子
の
条
に

武
寧
節
度
使
王
徳
用
自
陳
。
所
置
馬
得
子
馬
商
陳
貴
。
契
約
具
在
。
非
折
継
宣
所
完
。

と
あ
り
、
武
寧
節
度
使
王
徳
用
が
、
購
入
し
た
馬
は
馬
商
陳
貴
よ
り
買
っ
た
も
の
で
、
そ
の
契
約
書
も
あ
り
、
折
継
宣
よ
り
購
入
し
た
も
の
で

こ
の
こ
と
は
、
府
州
折
氏
が
蕃
界
と
中
国
と
の
馬
貿
易
に
仲
介
し
て
馬
商
と
閉
じ
活
躍
を
し
て
い
た
こ
と
を
最
も

よ
く
表
わ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
折
氏
の
配
下
に
戸
籍
外
の
蕃
人
が
彩
し
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
折
氏
が
そ
の
同
族
関
係
を
介
し

て
蕃
馬
と
中
国
文
化
品
と
の
交
易
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
唐
末
・
五
代
に
お
け
る
沿
辺
の
藩
鎮
・
州
長
が
、
審
人
と
の
馬
貿
易

に
よ
っ
て
そ
の
財
力
を
蓄
積
し
て
い
た
こ
と
は
一
般
的
風
潮
で
あ
っ
た
。
府
州
折
氏
も
五
代
・
北
宋
初
に
お
い
て
、
境
上
の
蕃
漢
人
と
の
結
合

を
密
に
保
ち
、
蕃
界
と
中
国
と
の
交
易
に
介
在
し
て
そ
の
財
力
を
蓄
積
し
た
の
で
あ
る
。
五
代
・
北
宋
に
お
い
て
府
州
折
氏
が
重
用
さ
れ
た
の

は
、
契
舟
の
河
東
入
冠
路
の
後
方
を
遮
断
し
、
西
夏
の
東
進
を
阻
止
し
、
以
て
河
東
防
衛
の
強
化
を
計
ら
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
五
代

・
北
宋
の
朝
廷
が
折
氏
の
戦
馬
供
給
力
を
侍
み
と
し
た
一
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

は
な
い
と
陳
述
し
て
い
る
。

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

二
ハ
七



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
ハ
畑
地
〉

二
ハ
八

余

言

以
上
、
論
考
し
た
こ
と
は
次
の
如
く
要
約
で
き
る
。
府
谷
の
鎮
将
と
し
て
そ
の
地
に
土
着
し
て
い
た
党
項
出
身
の
大
姓
折
氏
は
、
漢
人
と
党

項
・
室
掌
・
吐
揮
・
達
組
・
沙
陀
等
の
蕃
人
と
が
雑
居
し
て
い
た
河
曲
・
代
北
一
帯
の
辺
界
情
勢
に
通
暁
し
て
い
た
こ
と
を
以
て
、
ま
ず
後
唐

朝
に
登
用
せ
ら
れ
た
。
府
谷
鎮
の
地
が
県
↓
州
へ
と
昇
格
し
た
後
唐
・
後
晋
・
後
漢
・
後
周
等
の
各
王
朝
下
に
お
い
て
、
折
氏
は
官
人
と
し
て

の
地
位
が
確
立
し
、
府
州
刺
史
か
ら
団
練
使
↓
節
度
使
へ
と
昇
進
し
て
府
州
一
帯
に
雄
視
し
た
。
こ
の
よ
う
に
五
代
後
唐
朝
以
後
の
各
王
朝

が
、
府
州
折
氏
の
地
位
向
上
と
そ
の
行
政
管
域
の
拡
大
と
を
積
極
的
に
保
証
し
た
の
は
、
契
舟
が
河
東
を
侵
冠
し
た
場
合
、
そ
の
後
方
遮
断
の

役
割
を
担
わ
せ
、
夏
州
李
氏
の
勢
力
が
河
東
に
及
ぶ
こ
と
を
阻
止
す
る
障
壁
た
ら
し
め
ん
と
す
る
辺
境
政
策
の
必
要
性
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
北
宋
に
お
い
て
も
、
五
代
以
来
の
府
州
長
官
の
地
位
は
保
証
さ
れ
、
契
舟
・
西
夏
に
対
す
る
五
代
以
来
の
政
治
的
意
義
も
変
わ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
知
府
州
事
の
職
は
折
氏
一
族
に
よ
っ
て
世
襲
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
折
氏
は
戸
籍
簿
に
よ
っ
て
官
に
掌
撞
さ
れ
て
い
な

い
蕃
漢
人
と
私
的
紐
帯
で
強
く
結
合
し
、
こ
の
蕃
族
勢
力
を
以
て
契
舟
・
西
夏
の
侵
冠
よ
り
そ
の
領
域
の
保
全
を
計
っ
て
い
た
。
ま
た
戦
馬
を

塞
外
に
需
め
て
い
た
中
国
と
、
馬
を
以
て
中
国
の
文
化
品
に
換
え
ん
と
希
う
蕃
部
と
の
聞
に
介
在
す
る
折
氏
は
、
馬
貿
易
に
重
要
な
位
置
を
占

め
て
い
た
。
即
ち
折
従
院
が
、
夏
州
李
氏
の
西
方
に
散
居
し
て
い
た
回
紘
を
招
撫
し
て
、
中
国
と
の
交
易
を
通
ぜ
し
め
て
以
後
、
折
氏
は
蕃
漢

交
易
の
仲
介
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
し
か
し
契
再
・
酉
夏
に
挟
ま
れ
て
、
蕃
界
へ
の
独
自
の
発
展
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
折
氏
は
、
北
宋
の

中
央
集
権
の
進
展
に
よ
っ
て
、
府
州
の
長
官
と
し
て
中
央
へ
の
求
心
性
を
強
め
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
同
族
出
身
の
夏
州
李
氏
が
西
方
の

甘
・
粛
方
面
へ
活
路
を
見
出
し
、
以
て
北
宋
の
支
配
体
制
か
ら
独
立
し
て
西
夏
国
を
樹
立
し
た
こ
と
と
は
異
っ
て
い
た
。
即
ち
府
州
折
氏
は
蕃

漢
の
交
接
地
帯
に
土
着
し
、
漢
人
化
し
た
蕃
族
大
姓
の
世
襲
的
発
展
と
そ
の
限
界
と
を
最
も
顕
著
に
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
折
氏
が
府

州
の
州
長
職
を
世
襲
し
つ
つ
、
中
国
へ
の
求
心
性
を
強
め
た
要
因
と
し
て
次
の
諸
点
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
折
氏
が
蕃
情
に
通
暁
し
て
辺

境
行
政
の
適
任
者
で
あ
っ
た
こ
と
。
蕃
情
に
通
ぜ
ざ
る
中
央
差
遣
官
の
行
政
は
屡
々
蕃
部
の
動
揺
・
離
叛
と
い
う
結
果
を
招
い
た
。
第
二
に
、



河
東
へ
侵
冠
す
る
契
内
の
後
方
撹
乱
と
東
進
せ
ん
と
す
る
西
夏
へ
の
抑
え
と
し
て
、
中
国
の
辺
境
政
策
上
府
州
の
地
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
。

第
三
に
、
府
州
折
氏
が
藩
鎮
へ
と
勢
力
を
拡
大
し
た
と
き
、
既
に
夏
州
李
氏
の
勢
力
が
西
に
あ
り
、
北
に
契
舟
の
圧
力
が
加
わ
り
、
独
自
の
発

展
を
計
る
ヒ
シ
グ

l
ラ
ン
ド
が
塞
っ
て
い
た
こ
と
。
第
四
に
、
経
済
的
に
中
国
へ
の
依
存
度
が
高
か
っ
た
こ
と
。
折
氏
の
管
域
に
は
彩
し
い
蕃

人
が
雑
居
し
て
お
り
、
彼
ら
蕃
族
は
そ
の
最
有
力
の
輸
出
品
で
あ
る
馬
を
以
て
中
国
の
文
化
品
（
特
に
絹
と
茶
）
と
交
易
す
る
こ
と
を
切
望
し

て
い
た
。
こ
の
蕃
族
と
中
国
と
の
貿
易
仲
介
者
と
し
て
、
ま
た
大
約
三
百
余
口
と
称
さ
れ
る
折
氏
一
族
の
利
益
の
た
め
に
も
中
国
と
の
結
び
つ

き
を
深
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
c

以
上
の
如
き
諸
点
が
交
錯
し
つ
つ

J
府
州
折
氏
は
中
国
へ
の
依
存
を
保
ち
、
州
長
の
職
を
世
襲
し

得
た
の
で
あ
る
。

〈
附
記
〉

金
が
准
水
以
北
の
地
を
以
て
健
偏
政
権
た
る
斉
国
を
建
て
た
と
き
、
劉
予
と
共
に
斉
国
王
の
候
補
と
な
っ
た
折
可
求
は
こ
の
折
氏
の
一
族
で

あ
り
、
南
宋
に
帰
し
た
折
彦
質
は
紹
興
中
に
簸
書
枢
密
院
の
重
任
に
就
い
て
い
る
。
ま
た
南
宋
の
と
き
、
府
州
の
地
は
西
夏
の
領
域
と
な
っ

て
い
る
が
、
折
氏
に
対
す
る
西
夏
人
の
怨
み
は
深
く
、

折
氏
の
墓
地
を
あ
ば
く
程
で
あ
っ
た
と
い
う

（
金
石
率
編
巻
一
四
七
・
宋
二
五
・
折
克

行
神
道
碑
の
条
参
照
）
。

〈
祷
記
〉
本
稿
作
成
に
当
り
、
日
野
関
三
郎
氏
及
び
中
村
治
兵
衛
氏
よ
り
懇
切
な
る
御
指
導
を
戴
い
た
。

だ
い
た
。
乙
乙
に
記
し
て
厚
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

ま
た
、
江
嶋
寿
雄
氏
に
は
蔵
書
を
借
用
さ
せ
て
い
た

註

ー
、
唐
末
の
折
宗
本
に
は
じ
ま
る
折
氏
の
出
自
に
つ
い
て
、
岡
崎
精
郎
氏
（
「
唐
代
に
於
け
る
幹
事
の
発
展
」
東
方
史
論
叢
第
一
〉
は
「
中
国
人
名
大
辞
典
」

を
一
根
拠
と
さ
れ
て
漢
人
出
自
の
折
氏
と
識
別
せ
ら
れ
た
。
一
方
、
日
野
開
三
郎
氏
（
「
五
代
の
馬
政
と
当
時
の
馬
貿
易
」
東
洋
学
報
第
二
九
巻
第
一
－

二
号
、
第
三

O
巻
第
三
・
四
号
）
と
山
本
澄
子
氏
（
「
五
代
宋
初
の
党
項
民
族
及
び
そ
の
西
夏
建
国
と
の
関
係
」
東
洋
学
報
第
三
三
巻
第
一
号
）
と
は
党

項
出
自
を
主
張
せ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
乙
の
折
氏
を
党
項
出
身
と
考
え
る
。

2
、
註
1
の
日
野
氏
論
文
参
照
。

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
ハ
畑
地
）

二
ハ
九



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一七
O

3
、
註
1
論
文
参
照
。

4
、
小
野
川
秀
美
氏
「
河
曲
六
州
胡
の
沿
革
」
（
東
．
並
人
文
学
報
第
四
）
参
照
。

5
、
註
1
の
日
野
氏
論
文
参
照
。

6
、
註
1
の
山
本
氏
論
文
参
照
。

7
、
遼
史
巻
一
・
太
祖
本
紀
・
神
冊
元
年
ハ
後
梁
の
貞
明
二
年
・
西
暦
九
二
ハ
）
十
一
月
の
条
に

攻
蔚
新
武
婚
儒
五
州
。
斬
首
万
四
千
七
百
余
級
。
自
代
北
至
河
曲
。
愉
陰
山
。
尽
査
〈
地
。

と
あ
る
。

8
、
迷
史
巻
三
・
太
宗
本
紀
上
・
天
顕
八
年
（
後
唐
の
長
奥
五
年
・
西
暦
九
三
三
）
の
条
に

正
月
庚
子
。
命
皇
太
弟
李
胡
・
左
威
衛
将
軍
撤
割
率
兵
伐
党
項
。
ハ
中
略
）
。
三
月
辛
卯
。
皇
太
弟
討
党
項
勝
還
。
宴
労
之
。
丙
申
。
唐
遺
使
請
罷
征

党
項
兵
。
上
以
戦
捷
及
党
項
巳
聴
命
報
之
。
夏
四
月
戊
午
。
党
項
来
貢
。

ム』＆の’
G

。

9
、
宋
会
要
暢
稿
第
一
九
五
・
方
域
一
二
・
府
州
の
条
。

ω、
蔵
才
族
が
党
項
で
あ
る
乙
と
は
、
註
1
の
山
本
氏
論
文
に
論
証
せ
ら
れ
て
い
る
。

口
、
宋
会
要
絹
稿
第
一
九
五
・
方
域
一
二
・
豊
州
の
条
。

mu
、
金
石
率
・
縁
巻
一
四
七
・
折
克
行
神
道
碑
及
び
宋
史
巻
二
七
二
・
楊
業
伝
。

日
、
緩
州
は
緩
徳
県
を
州
治
と
し
、
銀
州
の
西
に
位
置
す
る
。
現
在
の
侠
西
省
緩
徳
県
の
地
で
あ
る
。
北
宋
時
代
に
は
党
項
の
住
居
地
で
あ
り
、
一
旦
西
夏

に
没
し
て
い
た
が
、
県
寧
三
年
三

O
七
O
）
に
収
復
し
、
元
符
二
年
三

O
九
九
〉
に
軍
と
な
っ
て
い
る
。

u、
冊
府
元
亀
巻
四
一
四
・
将
帥
部
・
赴
援
の
条
に

李
嗣
舷
為
三
城
巡
検
知
街
門
内
事
。
天
祐
七
年
。
周
徳
威
援
笠
・
夏
。
党
項
阻
道
。
串
田
駅
不
通
。
嗣
舷
奉
命
。
自
麟
渡
河
。
応
援
徳
威
。
与
党
項
転

戦
干
塁
。
合
徳
威
軍
。

ん
』
占
の
る
。

店
、
平
島
貴
義
氏
「
契
丹
の
勃
興
期
に
於
け
る
中
国
と
の
関
係
」
（
史
淵
第
五
十
三
輯
〉
参
照
。

崎
、
長
奥
三
年
（
九
三
二
）
以
後
、
党
項
の
入
賞
が
途
絶
え
た
理
由
を
、
岡
崎
精
郎
氏
（
「
五
代
期
に
お
け
る
夏
州
政
権
の
展
開
」
東
方
学
第
九
輯
）
は
、

後
唐
と
党
項
と
の
関
係
悪
化
に
よ
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
他
面
、
契
丹
の
太
祖
の
西
南
面
経
略
が
進
行
し
、
契
丹
が
馬
貿
易
を
禁
止
し
た
乙
と
に



起
因
す
る
乙
と
も
見
過
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

口
、
冊
府
元
亀
巻
九
七
六
・
外
臣
部
・
褒
異
三
・
長
輿
元
年
十
二
月
の
条
。

筒
、
契
早
川
が
遼
東
を
併
合
し
た
意
義
等
に
つ
い
て
は
、
日
野
開
三
郎
氏
「
小
高
句
麗
国
の
研
究
」
（
史
淵
第
六
三
緒
以
後
、
第
一

O
九
輯
ま
で
に
連
載
）
参

照。
ω、
金
石
神
午
編
巻
一
四
七
・
折
克
行
神
道
碑
に

五
世
祖
従
玩
。
唐
末
為
府
州
刺
史
。
耳
目
以
府
州
賂
契
丹
。
従
既
不
従
。

と
あ
り
、
後
晋
が
燕
雲
十
六
州
を
契
丹
へ
割
譲
し
た
と
き
、
府
州
の
地
を
も
献
じ
た
が
、
折
従
院
は
契
丹
に
属
す
る
を
願
わ
ず
抵
抗
し
て
い
る
。

初
、
資
治
通
鑑
巻
二
八
四
・
後
晋
・
関
連
一
冗
年
（
九
四
四
〉
二
月
辛
亥
の
条
。

幻
、
遼
史
巻
四
・
太
宗
本
紀
下
・
会
同
八
年
（
後
耳
目
の
開
運
二
年
・
西
暦
九
四
五
）
二
月
戊
子
の
条
K
「
耳
目
将
折
従
院
陥
勝
州
」
と
あ
る
。

幻
、
在
鎮
一
年
に
も
満
た
ぬ
落
帥
の
出
現
は
、
五
代
に
お
け
る
藩
鎮
を
論
ず
る
場
合
、
見
落
す
ζ

と
が
で
き
な
い
乙
と
で
あ
る
。

部
、
乙
の
事
件
に
つ
い
て
、
資
治
通
鑑
巻
二
九
二
の
同
記
事
の
胡
註
に
は
「
瓦
州
。
自
唐
以
来
為
縁
辺
大
鎮
。
李
氏
叉
世
襲
節
度
使
。
府
州
。
漢
氏
方
置
節

鋲
。
折
氏
父
子
晩
出
。
故
、
恥
与
並
列
。
」
と
あ
る
。

川
品
、
宋
史
巻
二
五
＝
了
折
徳
辰
伝

ぉ
、
続
資
伶
「
通
鑑
長
編
巻
二
＝
了
太
U
T
興
国
七
年
五
月
己
酉
の
条
G

m、
註
9
に
同
じ
。

幻
、
宋
史
巻
二
五
三
・
折
御
卿
伝
に
よ
る
と
、
北
宋
の
太
祖
が
敵
情
を
間
・
っ
た
と
き
、
御
卿
は
「
敵
縁
山
峡
小
径
入
。
謀
剰
略
。
臣
諜
知
之
」
と
答
え
て
い

る。

泊
、
註
9
に
同
じ
。

m
出
、
宋
史
巻
二
五
三
・
折
御
卿
伝
。

ω、
三
班
職
は
皇
帝
直
属
の
武
臣
職
で
あ
り
、
皇

h

品
川
は
三
斑
験
に
あ
る
者
を
使
臣
と
し
て
各
地
へ
派
遣
し
、
民
間
の
利
病
を
調
査
せ
し
め
た
。
武
臣
の
叙
遷

は
、
三
班
借
織
か
ら
供
奉
官
に
至
る
小
使
臣
職
を
経
て
、
内
殿
崇
班
以
上
の
大
使
臣
殿
に
就
き
、
節
度
使
ま
で
昇
進
す
る
乙
と
が
で
き
た
（
宋
史
巻
二
ハ

九
・
職
官
忘
・
叙
遷
之
制
〉
。

白
、
宋
史
巻
二
七
六
・
弔
ア
憲
伝
。

句
、
東
都
事
略
巻
二
八
・
折
徳
屡
伝
で
は
「
従
庇
鎮
府
州
。
以
徳
医
為
牙
校
」
と
あ
り
、
徳
一
屡
は
牙
校
と
し
て
裁
判
権
を
握
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
〉

一
七



五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一七

室
、
氷
芳
三
氏
「
五
代
箪
閥
の
刑
獄
機
構
と
節
度
使
裁
判
権
」
ハ
東
洋
史
学
第
二
八
輯
）
参
照
。

泊
、
巡
検
使
は
兵
を
率
い
て
盗
賊
の
逮
捕
、
議
悪
の
取
締
り
に
当
っ
て
い
た
。
羽
生
健
一
氏
「
五
代
の
巡
検
使
に
つ
い
て
」
（
東
方
学
第
二
九
揖
）
参
照
。

弘
、
宋
史
巻
ニ
五
三
・
折
徳
展
伝
。

ぉ
、
畏
馬
の
不
安
定
が
圏
内
に
お
け
る
馬
匹
確
保
を
切
要
な
も
の
と
し
た
。
馬
匹
養
育
を
民
聞
に
請
負
わ
し
め
ん
と
し
た
の
が
王
安
石
の
保
馬
法
で
あ
る
。

宋
代
の
馬
政
に
つ
い
て
は
、
曽
我
部
静
雄
氏
「
宋
代
の
馬
政
」
ハ
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
第
十
号
〉
、
古
川
新
平
氏
「
照
・
豊
年
聞
に
お
け
る
民
戸
餐

馬
法
日
即
ち
保
馬
・
戸
馬
二
法
に
関
す
る
私
見
」
ハ
東
洋
史
学
第
三
・
四
輯
）
、
宋
常
康
氏
「
北
宋
的
馬
政
」
（
大
陸
羅
誌
史
学
叢
書
第
二
縄
第
二
冊
〉
、
林

瑞
翰
氏
「
宋
代
辺
郡
之
馬
市
及
馬
之
綱
運
」
ハ
大
陸
雑
誌
史
学
叢
書
第
三
橋
第
三
冊
）
等
参
照
。

日
初
、
太
平
治
績
統
類
巻
二
・
太
祖
太
宗
経
制
西
夏
」
・
淳
化
二
年
七
月
の
条
に

侠
西
転
運
使
郷
文
宝
建
議
。
以
為
銀
夏
之
北
千
里
不
毛
。
但
以
販
青
白
塩
。
与
辺
民
博
雑
粟
麦
。
以
充
食
。
願
禁
之
。
（
中
略
〉
。
上
従
之
。

と
あ
り
、
中
国
辺
外
の
民
は
粟
麦
等
の
穀
類
を
中
国
に
需
め
て
い
た
。

mu
、
註
1
の
日
野
氏
論
文
参
照
。

錦
、
前
述
し
た
知
く
、
続
資
治
通
鑑
長
編
巻
一
五
二
・
慶
暦
四
年
冬
十
月
壬
子
の
条
の
泡
仲
濯
が
麟
府
両
州
の
辺
防
に
言
及
し
た
一
節
に
「
如
向
去
招
縁
蕃

漢
人
戸
」
と
あ
り
、
ー
麟
府
両
州
一
世
切
に
は
招
鐸
で
き
る
籍
外
の
漢
人
が
い
た
と
と
を
知
り
う
る
。
ま
た
、
契
丹
へ
亡
入
し
た
漢
人
も
多
数
い
た
。
平
島
貴

義
氏
「
契
丹
の
勃
興
期
に
於
け
る
中
国
と
の
関
係
」
ハ
史
淵
第
五
三
揖
〉
。
田
村
宮
究
γ造
氏
「
中
国
征
服
王
朝
の
研
究
ハ
上
）
」
第
三
章
遼
朝
の
成
立
・
第
二
節

太
祖
の
建
国
と
漢
人
・
漢
城
の
項
参
照
。

泊
、
第
四
編
産
業
資
・
第
一
章
農
業
資
源
源
第
一
節
農
業
の
項
（
東
亜
同
文
会
支
那
省
別
会
誌
刊
行
会
発
行
〉
。

ω、
第
三
編
都
市
・
第
三
章
重
要
都
市
・
第
二
節
第
一
行
政
督
察
区
・
第
三
款
府
谷
の
項
。

H
U
、
直
藩
族
が
党
項
で
あ
る
と
と
は
、
註
1
の
山
本
氏
論
文
に
論
証
せ
ら
れ
て
い
る
。

必
、
宋
史
巻
四
九
一
・
党
項
伝
。

川
町
、
中
国
と
回
紘
の
交
易
に
関
し
て
は
、
註
1
の
日
野
氏
論
文
、
羽
田
享
氏
「
唐
代
四
位
史
の
研
究
」
ハ
羽
田
博
士
史
学
論
文
集
ハ
上
》
、
根
本
誠
氏
「
新
楽

府
に
み
る
唐
回
紘
関
係
」
門
内
陸
ア
ジ
ア
史
論
集
v
、
松
田
寿
男
氏
「
絹
宮
崎
交
易
に
関
す
る
史
料
」
ハ
内
陸
ア
ジ
ア
史
論
集
）
等
参
照
。

川
官
、
註
お
の
曽
我
怒
氏
論
文
参
照
。

組
制
、
遺
史
本
紀
に
よ
っ
て
括
馬
の
事
例
を
挙
げ
る
と
次
の
如
く
な
る
。
ハ
聖
宗
時
伐
》
統
和
四
年
ハ
九
八
六
）
三
月
、
統
和
十
三
年
（
九
九
五
）
五
月
、
関

泰
七
年

2
0
一
入
）
九
月
、
開
泰
九
年
三

O
二
O
Y
ハ
興
宗
時
代
）
重
県
十
五
年

2
0四
六
）
十
一
月
、
重
県
十
七
年
三

O
四
八
）
十
一
月
。



ハ
道
宗
時
代
）
大
安
十
年
三

O
九
四
）
五
月
。
（
天
酢
皇
帝
時
代
）
天
慶
十
年
（
一
一
二

O
）
三
月
。
ま
た
買
馬
禁
止
に
つ
い
て
は
、
聖
宗
・
統
和
十
五

年
（
九
九
七
）
七
月
（
遼
史
巻
一
三
）
、
聖
宗
・
統
和
二
十
四
年
三

O
O六
）
の
頃
（
遼
史
巻
九
一
・
那
律
唐
古
伝
〉
、
興
宗
・
重
県
十
一
年
三

O
四
二
）

十
二
月
（
遼
史
巻
一
九
〉
、
道
宗
・
成
副
知
五
年
（
一

O
六
九
）
の
頃
（
遼
史
巻
六
0
・
食
貨
志
下
）
等
の
諸
例
が
あ
る
。

必
、
荘
郎
部
が
党
項
で
あ
る
こ
と
は
、
註
1
の
山
本
論
文
に
論
証
せ
ら
れ
て
い
る
。

灯
、
註
1
の
山
本
氏
論
文
で
は
、
日
利
・
月
利
族
を
契
丹
の
部
族
と
せ
ら
れ
て
い
る
。

必
、
旧
唐
書
巻
一
九
八
・
党
項
伝
に

貞
元
三
年
十
二
月
。
初
禁
商
質
牛
馬
器
機
於
党
項
部
落
貿
易
。

と
あ
り
、
ま
た
唐
律
疏
義
巻
八
・
「
驚
禁
私
物
度
関
」
の
条
に

諸
賓
禁
物
私
度
関
者
坐
臓
論
。
臓
軽
者
従
私
造
私
有
法
。

と
あ
り
、
そ
の
疏
義
に

禁
物
者
。
調
禁
兵
器
。
及
諸
祭
物
並
私
家
不
応
有
者
。

と
い
い
、
冊
府
元
亀
巻
六
六
・
帝
王
部
・
発
号
令
五
・
後
周
の
広
順
三
年
四
月
の
条
に
も

延
州
向
訓
言
。
務
禁
止
州
界
民
売
軍
装
兵
器
於
蕃
部
。
従
之
。

と
あ
っ
て
、
唐
・
五
代
に
お
い
て
兵
器
を
沿
辺
で
蕃
部
に
輸
出
す
る
こ
と
は
厳
禁
さ
れ
て
い
た
。

ω、
北
宋
と
契
丹
・
西
夏
と
の
貿
易
に
つ
い
て
は
、
別
に
専
考
す
る
。

回
、
日
野
関
三
郎
氏
「
北
宋
時
代
に
於
け
る
鋼
・
の
鉄
産
出
額
に
就
い
て
」
ハ
東
洋
学
報
第
二
二
巻
第
一
号
）
参
照
。

日
、
遼
史
巻
三
四
・
兵
衛
志
上
・
兵
制
の
条
に
よ
る
と
、
騎
兵
一
名
に
つ
き
馬
三
疋
を
必
要
と
し
て
い
る
。
乙
の
契
丹
の
騎
軍
の
例
で
考
え
る
と
、
河
東
の

馬
軍
一
万
四
五
千
に
は
四
万
五
千
匹
程
度
の
馬
が
必
要
で
あ
っ
た
乙
と
に
な
る
。

回
、
藩
鎮
財
政
に
つ
い
て
は
、
別
に
専
考
す
る
。

五
代
・
北
宋
に
お
け
る
府
州
折
氏
に
つ
い
て
（
畑
地
）

一
七
三



On Zhe-Shi :j:fi ~ in Fu-Chou J.f.H'l'I during the Five 
and the Northern Sung Dynasties 

by Masanori HA TACHI 

The 'Barbarian' peoples that lived in the border of China often in

creased their power by the diplomatic policy of the Jimi 4ifk in China. 

Particulary during periods of political confusion in China, they had 

their most advantageous opportunity to extend their political influence 

into China. 

But, with the advent of powerful centralized authoritarian n1,l 

China, their political reaction assumed one of the three following 

terns: they either entered into the political system of China ant 

came officials, or they gained their independence and founded t. 

own state, or they were united by the most powerful of the 'Barbari 

peoples. 

In the case of the Tungut ~J:J{ during the Five and the Northerr, 

Sung Dynasties, Zhe-Shl in Fu-chou followed the first pattern. Li-Shl 

$.I:£; in Hsia-chou JHM who founded the State of Hsi-Hsla 51[, the 

second pattern, and the peoples united by the Kingdom of Liao~. the 

third pattern. 

This thesis deals with the reason why Zhe-Shl in Fu-chou during 

the Five and the Northern Sung Dynasties entered official life in 

China. 
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